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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の相互に絡まった繊維要素を含む水溶性繊維壁材を含むパウチであって、少なくと
も１つの前記繊維要素がフィラメント形成ポリマーと前記繊維要素内に存在する１以上の
第１の活性剤を含み、前記パウチは前記パウチの内容積を規定しており、前記パウチは前
記パウチの内容積内に第２の活性剤を更に含み、前記第２の活性剤は粉末の形態であり、
前記活性剤は界面活性剤、漂白剤、酵素、抑泡剤、泡増量剤、布地用柔軟剤、義歯洗浄剤
、毛髪洗浄剤、ヘアケア剤、パーソナルヘルスケア剤、色相剤、及びこれらの混合物から
なる群から選択され、前記パウチが本出願の明細書の破壊試験法に記載された手順に従っ
て測定した場合に、２４０秒未満の平均破壊時間を呈し、前記パウチが本出願の明細書の
振盪試験方法に記載された手順に従って測定した場合に、前記第２の活性剤がパウチの内
容積から０％～１０％未満失われる、％重量喪失を呈する、パウチ。
【請求項２】
　少なくとも１つの前記繊維要素がフィラメントを含む請求項１に記載のパウチ。
【請求項３】
　前記フィラメント形成ポリマーがヒドロキシルポリマーを含む、請求項１又は２に記載
のパウチ。
【請求項４】
　前記ヒドロキシルポリマーが、プルラン、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒド
ロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシメチルセルロース



(2) JP 6673831 B2 2020.3.25

10

20

30

40

50

、アルキン酸ナトリウム、キサンタンガム、トラガカントガム、グアーガム、アカシアガ
ム、アラビアガム、ポリアクリル酸、デキストリン、ペクチン、キチン、コラーゲン、ゼ
ラチン、ゼイン、グルテン、大豆タンパク質、カゼイン、ポリビニルアルコール、デンプ
ン、デンプン誘導体、ヘミセルロース、ヘミセルロース誘導体、タンパク質、キトサン、
キトサン誘導体、ポリエチレングリコール、テトラメチレンエーテルグリコール、ヒドロ
キシメチルセルロース、及びこれらの混合物からなる群から選択される、請求項３に記載
のパウチ。
【請求項５】
　前記パウチが使用されるときに曝される温度条件、物理的条件、化学的条件及び／又は
機械的条件下で、存在する活性剤の少なくとも１つが、少なくとも１つの繊維要素から放
出可能である、請求項１～４のいずれか一項に記載のパウチ。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの活性剤が、界面活性剤、漂白剤、酵素、抑泡剤、泡増量剤、布地
用柔軟剤、色相剤、発泡剤、及びこれらの混合物からなる群から選択される、請求項１～
５のいずれか一項に記載のパウチ。
【請求項７】
　前記パウチが使用されるときに曝される温度条件、物理的条件、化学的条件及び／又は
機械的条件下で、パウチが１つ以上の前記活性剤を放出する、請求項１に記載のパウチ。
【請求項８】
　前記パウチが、本出願の明細書の含水量試験方法に記載された手順に従って測定された
ときに、０％～２０％の含水量を呈する、請求項１～７のいずれか一項に記載のパウチ。
【請求項９】
　前記水溶性繊維壁材が、開口の水溶性繊維壁材である、請求項１～８のいずれか一項に
記載のパウチ。
【請求項１０】
　前記パウチが、フィルム壁材を更に含む、請求項１～９のいずれか一項に記載のパウチ
。
【請求項１１】
　前記フィルム壁材がヒドロキシルポリマーを含む、請求項１０に記載のパウチ。
【請求項１２】
　前記パウチが前記パウチ中に存在する別個のインナーパウチを更に含む、請求項１～１
１のいずれか一項に記載のパウチ。
【請求項１３】
　前記インナーパウチが２番目の内容積を規定するパウチ壁材を含む、請求項１２に記載
のパウチ。
【請求項１４】
　前記インナーパウチのパウチ壁材が繊維壁材及び／又はフィルム壁材を含む、請求項１
２又は１３に記載のパウチ。
【請求項１５】
　前記フィルム壁材が開口のフィルム壁材である、請求項１４に記載のパウチ。
【請求項１６】
　前記別個のインナーパウチが活性剤を含む、請求項１２に記載のパウチ。
【請求項１７】
　前記インナーパウチが、本出願の明細書の破壊試験方法に記載された手順に従って測定
した場合に、前記パウチの平均破壊時間以上の平均破壊時間を呈する、請求項１２又は１
３に記載のパウチ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、布地ケア活性剤及び／又は食器洗浄用活性剤及び／又は洗剤組成物



(3) JP 6673831 B2 2020.3.25

10

20

30

40

50

などの１つ以上の活性剤を含むパウチ、特に水溶性繊維壁材を含むパウチ、使用中に壊れ
る繊維壁材を含むパウチなどのパウチ、並びにその同一物を作製する方法と関連がある。
【背景技術】
【０００２】
　洗剤組成物及び／又は液体組成物を含むパウチは、従来、多孔質の非水溶性繊維壁材を
用いて作製されてきた。これらの非水溶性繊維壁材は、その内容物を放出するための使用
時に、パウチが文字通り壊れて開く（例えば、劣化、溶解及び／又は分解）というより、
むしろ非水溶性繊維壁材の穴を通過してパウチの内容物を放出するために溶解する水溶性
組成物で被覆されていた。更に、被覆の無いそのような非水溶性壁材の使用では、非水溶
性繊維壁材の開気孔を通してパウチ内容物の早期喪失を引き起こす可能性があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　そのような既知のパウチでの一つの問題は、繊維壁材の非水溶性であり、使用後に繊維
壁材が残存するということである。残存した非水溶性繊維壁材は、洗浄中のあらゆる物品
に付着する可能性があり、このことにより、パウチの使用が消費者にとって不愉快な経験
となる。更に、パウチの非水溶性繊維壁材は、使用後に固体廃棄物の処理の流れに廃棄す
る必要があるといった、処理の問題又は作業を生じさせる。
【０００４】
　その結果、水溶性壁材から作製されるパウチ及びそれを作製する方法のニーズが存在す
る。更に、パウチが意図された使用条件においてその内容物を素早く放出する、水溶性壁
材から作製されるパウチ及びそれを作製する方法のニーズが存在する。更に、流通時及び
取り扱い時に材料及び微粒子状物質のパウチ内への封じ込めを損なうことのない、水溶性
壁材から作製されるパウチ、並びにそれを作製する方法のニーズが存在する。また、流通
時及び取り扱い時に材料及び微粒子状物質のパウチからの封じ込めがされている、開口の
水溶性壁材から作製されるパウチ、並びにそれを作製する方法のニーズも存在する。最後
に、パウチの貯蔵時及び使用時に芳香及び香りの放出を提供する、水溶性壁材から作製さ
れるパウチ、並びにそれを作製する方法のニーズが存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、水溶性繊維壁材を含む新規パウチ及びその同一物を作製する新規の方法を供
給することにより、上記のニーズを満たす。
【０００６】
　上記の問題の１つの解決法は、使用時に壊れ、本明細書に記載の破壊試験法により測定
した場合にその内容物を放出する、及び／又は本明細書に記載の振盪試験法を実施した後
にその内容物を十分に保持する、例えばヒドロキシルポリマーなどの繊維要素形成ポリマ
ーを含む繊維要素より形成される水溶性繊維壁材を含むパウチである。
【０００７】
　本発明の一実施例においては、水溶性繊維壁材を含む、パウチなどの、１回用量の製品
が提供されている。
【０００８】
　本発明の別の実施例においては、パウチ壁が水溶性繊維壁材などの繊維壁材を含んでい
て、パウチが使用時などの意図された使用条件に曝されたときに壊れて１つ以上の活性剤
を放出する、１つ以上の活性剤を含む、パウチの内容積を規定するパウチ壁を含むパウチ
が提供されている。
【０００９】
　本発明の別の実施例においては、パウチ壁が水溶性繊維壁材などの繊維壁材を含んでい
て、本明細書に記載の破壊試験法により測定した場合に壊れる、１つ以上の活性剤を含む
パウチの内容積を規定するパウチ壁を含むパウチが提供されている。
【００１０】
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　本発明の更に別の実施例では、水溶性繊維壁材を含むパウチが提供され、その水溶性繊
維壁材が、例えば複数の繊維要素、例えばフィラメントを、１つ以上含み、そしてその繊
維要素の少なくとも１つは、１つ以上のフィラメント形成材料及び１つ以上の繊維要素内
に存在する活性剤を含む。
【００１１】
　本発明の更に別の実施例では、繊維壁材を含むパウチが提供され、その繊維壁材が、複
数の繊維要素を含み、その繊維要素の少なくとも１つが、１つ以上のフィラメント形成材
料及び１つ以上の繊維要素内に存在する活性剤を含む繊維要素の少なくとも１つである、
繊維要素を複数含んでいる。
【００１２】
　本発明の更に別の実施例においては、１つ以上の活性剤を含むパウチの内容積を規定し
ている繊維壁材、例えば水溶性繊維壁材などを含むパウチで、パウチが本明細書に記載の
振盪試験法により測定した場合に、１０％未満の％重量喪失を呈するものが提供されてい
る。
【００１３】
　本発明の更に別の実施例においては、１つ以上の活性剤を含むパウチの内容積を規定し
ている開口繊維壁材を含むパウチで、パウチが本明細書に記載の振盪試験法により測定し
た場合に、１０％未満の％重量喪失を呈するものが提供されている。
【００１４】
　本発明の更に別の実施例においては、パウチから放出される１つ以上の芳香剤を含むパ
ウチの内容積を規定している繊維壁材を含むパウチが提供されている。
【００１５】
　本発明の更に別の実施例においては、パウチから放出される１つ以上の芳香剤を含むパ
ウチの内容積を規定している開口繊維壁材を含むパウチが提供されている。
【００１６】
　本発明の更に別の例では、以下の工程：
　ａ．水溶性繊維壁材などの繊維壁材を供給する工程、及び
　ｂ．繊維壁材の内容積を規定するパウチを形成する工程を含んだ、本発明によるパウチ
の製造方法が提供されている。
【００１７】
　本発明の更に別の実施例では、パウチを製造する方法が提供され、この方法は、
　ａ．複数の繊維要素を含む繊維壁材で、１つ以上のフィラメント形成材料と、１つ以上
の繊維要素内に存在する活性剤と、を含む繊維壁材を提供する工程、及び
　ｂ．繊維壁材によって内容積を規定するパウチを形成する工程を含む。
【００１８】
　本発明の更に別の例では、以下の工程：
　ａ．水溶性繊維壁材などの繊維壁材を供給する工程、
　ｂ．開口の繊維壁材を形成するために、繊維壁材に複数の穴を形成する工程、及び
　ｃ．開口の繊維壁材の内容積を規定するパウチを形成する工程を含んだ、本発明による
、パウチの製造方法が提供されている。
【００１９】
　本発明の更に別の実施例においては、処理を必要としている布地物品の処理方法、例え
ば、布地物品を、パウチに水を添加することで作製される洗浄液に接触させるなど、布地
物品を本発明によるパウチで処理する工程を含む方法が提供されている。
【００２０】
　本発明の更に別の実施例においては、処理を必要としている皿の処理方法、例えば、皿
を、パウチに水を添加することで作製される洗浄液に接触させるなど、皿を本発明による
パウチで処理する工程を含む方法が提供されている。
【００２１】
　本発明の更に別の実施例においては、処理を必要としている便器の処理方法、例えば、
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便器を、パウチに水を添加することで作製される洗浄液に接触させるなど、便器を本発明
によるパウチで処理する工程を含む方法、が提供されている。
【００２２】
　上記から明らかなように、本発明は、水溶性壁材から作製されるパウチ、並びに既知の
非水溶性繊維壁材パウチに関連する欠点を克服するその同一物を作製する方法を提供して
いる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明によるパウチの実施例の概略図である。
【図２】使用時における図１のパウチの概略図である。
【図３】本発明によるパウチの他の実施例の概略図である。
【図４】使用時における図３のパウチの概略図である。
【図５】本発明によるパウチの他の実施例の概略図である。
【図６】本発明による多区画パウチの実施例の概略図である。
【図７】本発明によるパウチの他の実施例の概略図である。
【図８】使用時における図７のパウチの概略図である。
【図９】本発明による繊維性壁材料の製造プロセスの実施例の概略図である。
【図１０】図９のプロセスにおいて使用するのに好適なダイの実施例の略図である。
【図１１】破壊試験法の配置用の正面図である。
【図１２】図１１の部分平面図である。
【図１３】図１１の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　用語の定義
　本明細書で使用するとき、「パウチ壁材」は、パウチの内容積が、パウチ壁材により少
なくともその一部又はその全体が規定され、包み込まれているような１つ以上のパウチ壁
を形成する材料を意味する。
【００２５】
　本明細書で使用する時、「繊維壁材」は、パウチ壁材が、繊維構造体の形態である相互
に絡まったフィラメントといった例えばフィラメントなどの繊維要素を少なくとも部分的
に含んでいることを意味する。一実施例では、繊維壁材が、パウチの全表面積の約５％超
、及び／又は１０％超、及び／又は２０％超、及び／又は５０％超、及び／又は７０％超
、及び／又は９０％超、及び／又は１００％を占めている。パウチの全表面積の１００％
又は約１００％を覆う繊維壁材を含むパウチが、図１及び図２に示されている。繊維パウ
チ壁を合わせて結合／密封する結果として、パウチ上の任意の端の継ぎ目が、フィルム部
分又はフィルム様部分を含む可能性があることは理解されている。他の実施例では、繊維
壁材が、パウチの全表面積の１００％未満、及び／又は７０％未満、及び／又は５０％未
満、及び／又は２０％未満、及び／又は１０％未満を占めている。パウチの全表面積の１
００％未満を覆う繊維壁材を含むパウチが、図３及び図４に示されている。
【００２６】
　繊維壁材は、複数の繊維要素を含む。一実施例では、繊維壁材は、２つ以上及び／又は
３つ以上の異なる繊維要素を含む。
【００２７】
　本発明の繊維壁材は、均質であってもよく、又は積層されていてもよい。積層されてい
る場合、繊維壁材は、少なくとも２つ、及び／又は少なくとも３つ、及び／又は少なくと
も４つ、及び／又は少なくとも５つの層を含んでよい。
【００２８】
　繊維壁材を占めている繊維壁材及び／又は繊維要素（例えばフィラメント）は、１つ以
上の活性剤（例えば、布地ケア活性剤、食器洗浄用活性剤、硬質表面用活性剤及びこれら
の組み合わせ）を含んでいてもよい。一実施例では、本発明の繊維壁材は、１つ以上の界
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面活性剤、１つ以上の酵素（小粒酵素の形態など）、１つ以上の香料及び／又は１つ以上
の抑泡剤を含む。別の実施例では、本発明の繊維壁材は、ビルダー及び／又はキレート剤
を含む。別の実施例では、本発明の繊維壁材は、漂白剤（カプセル化された漂白剤など）
を含む。
【００２９】
　一実施例では、繊維壁材が、水溶性の繊維壁材である。
【００３０】
　一実施例では、繊維壁材は、本明細書に記載の坪量試験方法により測定した場合に、５
０００ｇ／ｍ2未満、及び／又は４０００ｇ／ｍ2未満、及び／又は２０００ｇ／ｍ2未満
、及び／又は１０００ｇ／ｍ2未満、及び／又は５００ｇ／ｍ2未満の坪量を示す。
【００３１】
　本明細書で使用するとき、「繊維要素」は、長さがその平均直径を大きく上回る、すな
わち、長さと平均直径との比が少なくとも約１０である、細長い微粒子を意味する。繊維
要素は、フィラメント又は繊維であってもよい。一実施例では、繊維要素は、複数の繊維
要素を含む糸ではなく、むしろ単一の繊維要素である。
【００３２】
　本発明の繊維要素は、好適な紡糸プロセス（例えばメルトブロー、スパンボンディング
、エレクトロスピニング及び／又は回転紡績など）によって、繊維要素形成組成物とも称
されるフィラメント形成組成物から紡糸されてもよい。
【００３３】
　本発明の繊維要素は、単成分及び／又は多成分であってもよい。例えば、繊維要素は、
２成分の繊維及び／又はフィラメントを含み得る。２成分の繊維及び／又はフィラメント
は、サイドバイサイド、シースコア、海島型などの任意の形態であってもよい。
【００３４】
　本明細書で使用する時、「フィラメント」は、長さ５．０８ｃｍ（２インチ）以上、及
び／又は７．６２ｃｍ（３インチ）以上、及び／又は１０．１６ｃｍ（４インチ）以上、
及び／又は１５．２４ｃｍ（６インチ）以上を示す上記のような細長い微粒子を意味する
。
【００３５】
　フィラメントは、典型的に、連続しているか又は実質的に連続していると考えられる。
フィラメントは、相対的に繊維より長い。フィラメントの非限定的な例としては、メルト
ブローン及び／又はスパンボンドフィラメントを含む。フィラメントに紡績することがで
きるポリマーの非限定的な例としては、例えば、デンプン、デンプン誘導体、セルロース
（例えば、レーヨン及び／又はリヨセル）、セルロース誘導体、ヘミセルロース、及びヘ
ミセルロース誘導体などの天然ポリマー、並びに熱可塑性ポリマーフィラメント、例えば
、ポリエステル、ナイロン、ポリオレフィン（例えば、ポリプロピレンフィラメント、及
びポリエチレンフィラメント）、並びに生分解性熱可塑性繊維、例えば、ポリ乳酸フィラ
メント、ポリヒドロキシアルカノエートフィラメント、ポリエステルアミドフィラメント
、及びポリカプロラクトンフィラメントが挙げられるが、これらに限定されない合成ポリ
マーが挙げられる。
【００３６】
　本明細書で使用する時、「繊維」は、長さ５．０８ｃｍ（２インチ）未満、及び／又は
３．８１ｃｍ（１．５インチ）未満、及び／又は２．５４ｃｍ（１インチ）未満を示す上
記のような細長い微粒子を意味する。
【００３７】
　繊維は、典型的には事実上連続していないと考えられる。繊維の非限定的な例には、本
発明のフィラメント又はフィラメントトウを紡糸し、その後フィラメント又はフィラメン
トトウを５．０８ｃｍ（２インチ）未満の断片に切断することにより生産された短繊維が
含まれる。
【００３８】
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　一実施例では、１つ以上の繊維は、フィラメントをより短い長さに切断するなどして（
例えば、長さ５．０８ｃｍ未満）、本発明のフィラメントから形成されてもよい。したが
って、一実施例では、本発明は、本発明のフィラメントから製造される繊維、例えば１つ
以上のフィラメント形成材料及び１つ以上の添加剤（活性剤など）を含む繊維、も含む。
したがって、本明細書において本発明のフィラメントへの言及には、特に注記がない限り
、このようなフィラメントから製造される繊維を含む。繊維は典型的に、本質的に連続性
であると考えられるフィラメントと比較して、本質的に不連続性であると考えられる。
【００３９】
　本明細書で使用するとき、「フィラメント形成組成物」及び／又は「繊維要素形成組成
物」は、メルトブローイング及び／又はスパンボンディングなど、本発明の繊維要素を製
造するのに好適な組成物を意味する。フィラメント形成組成物は、それらを繊維要素に紡
糸するのに好適な特性を呈する、１つ以上のフィラメント形成材料（例えばフィラメント
形成ポリマー）を含む。一実施例では、フィラメント形成材料は、ポリマー（例えばヒド
ロキシルポリマー及び／又は水溶性ポリマー）を含む。１つ以上のフィラメント形成材料
に加えて、フィラメント形成組成物は１つ以上の添加剤（例えば１つ以上の活性剤）を含
んでもよい。更に、フィラメント形成組成物は、１つ以上の極性溶媒（例えば水）を含ん
でもよく、この極性溶媒中に、１つ以上（例えば全て）のフィラメント形成材料及び／又
は１つ以上（例えば全て）の活性剤が、繊維要素（フィラメント形成組成物由来のフィラ
メントなど）を紡糸する前に、溶解され及び／又は分散されていてもよい。
【００４０】
　１つ以上の添加材（例えば、１つ以上の活性剤）が、繊維要素（１つ以上の活性剤を含
むコーティング組成物など）上ではなく、繊維要素（例えば、フィラメント）内に存在し
てもよく、このコーティング組成物の１つ以上の活性剤は、繊維要素内の活性剤と同じで
あっても又は異なっていてもよい。フィラメント形成材料の総濃度、及びフィラメント形
成組成物内に存在する活性剤の総濃度は、本発明の繊維要素が、それから製造され得る限
り、任意の好適な量であってもよい。
【００４１】
　一実施例では、１つ以上の活性剤は、繊維要素中に存在してもよく、１つ以上の追加の
活性剤は、繊維要素の表面上に存在してもよい。他の実施例では、本発明の繊維要素は、
元々製造時に繊維要素内に存在する活性剤で、繊維要素の目的とされる使用条件に曝す前
に及び／又は曝した際に、繊維要素の表面にブルームする１つ以上の活性剤を含んでいて
もよい。
【００４２】
　本明細書で使用するとき、「フィラメント形成材料」は、繊維要素を製造するのに好適
な特性を呈するポリマー又はポリマーを製造することができるモノマーなどの材料を意味
する。一実施例では、フィラメント形成材料は、１つ以上の置換ポリマー、例えばアニオ
ン性、カチオン性、双極性イオン、及び／又は非イオン性ポリマーを含む。他の実施例で
は、ポリマーは、例えばポリビニルアルコール（「ＰＶＯＨ」）などのヒドロキシルポリ
マー、部分加水分解したポリ酢酸ビニル、及び／又は多糖（例えばデンプン）、及び／又
はデンプン誘導体（例えばエトキシル化デンプン）、及び／又は酸希釈デンプン、カルボ
キシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシエチルセルロースを
含んでもよい。別の実施例では、ポリマーはポリエチレン及び／又はテレフタレートを含
んでもよい。更に他の実施例では、フィラメント形成材料は、極性溶媒に可溶の材料であ
る。
【００４３】
　本明細書で使用するとき、「粒子」は、粉末、顆粒、カプセル、マイクロカプセル及び
／又はプリルなどの固体添加物を意味する。一実施例では、粒子は本明細書に記載の中央
粒径試験方法に従って測定されたときに、１６００μｍ以下のメジアン粒径を呈する。他
の実施例では、粒子は、本明細書に記載の中央粒径試験方法により測定した場合に、約１
μｍ～約１６００μｍ、及び／又は約１μｍ～約８００μｍ、及び／又は約５μｍ～約５
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００μｍ、及び／又は約１０μｍ～約３００μｍ、及び／又は約１０μｍ～約１００μｍ
、及び／又は約１０μｍ～約５０μｍ、及び／又は約１０μｍ～約３０μｍの中央粒径を
呈する。粒子の形状は、球状、棒状、皿状、管状、正方形、長方形、円盤状、星状、繊維
状であってもよく、並びに規則的な又は不規則なランダム形状を有していてもよい。
【００４４】
　本明細書で使用するとき、「添加剤」は、本発明の繊維要素内に存在し、フィラメント
形成材料ではない任意の材料を意味する。一実施例では、添加剤は活性剤を含む。他の実
施例では、添加剤は加工助剤を含む。更に他の実施例では、添加剤は充填剤を含む。一実
施例では、添加剤には繊維要素内に存在する任意の材料を含み、この材料は、繊維要素に
存在しなくなった場合にも、繊維要素の繊維要素構造を損なわない（すなわち、このよう
な材料が存在しなくなることで、繊維要素はその固体形態を損なわれない）材料である。
他の実施例では、添加剤、例えば活性剤は非ポリマー材料を含む。
【００４５】
　他の実施例では、添加剤は繊維要素のための可塑剤を含んでいてもよい。本発明の好適
な可塑剤の非限定的な例としては、ポリオール、コポリオール、ポリカルボン酸、ポリエ
ステル、ジメチコンコポリオールが挙げられる。有用なポリオールの例としては、グリセ
リン、ジグリセリン、プロピレングリコール、エチレングリコール、ブチレングリコール
、ペンチレングリコール、シクロヘキサンジメタノール、ヘキサンジオール、２，２，４
－トリメチルペンタン－１，３－ジオール、ポリエチレングリコール（２００～６００）
、ペンタエリスリトール、並びに例えば、ソルビトール、マニトール、ラクチトール及び
他のモノ－及び多価低分子量アルコール（例、Ｃ２～Ｃ８アルコール）などの糖アルコー
ル、例えばフルクトース、グルコース、スクロース、マルトース、ラクトース、高級フル
クトースコーンシロップ固形物、及びデキストリンなどの単糖、二糖及びオリゴ糖、並び
にアスコルビン酸が挙げられるが、これらに限定されない。
【００４６】
　一実施例では、可塑剤としては、グリセリン及び／又はプロピレングリコール、及び／
又はグリセロール誘導体、例えばプロポキシル化グリセロールが挙げられる。更に他の実
施例では、可塑剤は、グリセリン、エチレングリコール、ポリエチレングリコール、プロ
ピレングリコール、グリシドール、尿素、ソルビトール、キシリトール、マルチトール、
糖類、エチレンビスホルムアミド、アミノ酸、及びこれらの混合物からなる群から選択さ
れる。
【００４７】
　他の実施例では、添加剤は、剪断力変性剤及び／又は伸長変性剤などのレオロジー変性
剤を含んでいてもよい。レオロジー変性剤の非限定的な例としては、本発明の繊維要素中
で使用され得るポリアクリルアミド、ポリウレタン、及びポリアクリレートが挙げられる
が、これらに限定されない。レオロジー変性剤の非限定例はＤｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　
Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｍｉｄｌａｎｄ，ＭＩ）から市販されている。
【００４８】
　更に他の実施例において、添加剤には、繊維要素を目的とされる使用条件に曝した際に
、及び／又は活性剤が繊維要素から放出された際に、及び／又は繊維要素の形態が変化し
た際に、視覚的な信号を提供するために、本発明の繊維要素内に組み込まれる１つ以上の
色及び／又は染料が含まれていてもよい。
【００４９】
　更に他の実施例では、添加剤には１つ以上の剥離剤及び／又は潤滑剤が含まれていても
よい。好適な剥離剤及び／又は潤滑剤の非限定的な実施例としては、脂肪酸、脂肪酸塩、
脂肪族アルコール、脂肪族エステル、スルホン化脂肪酸エステル、脂肪族アミンアセテー
ト、脂肪酸アミド、シリコーン、アミノシリコーン、フルオロポリマー、及びこれらの混
合物が挙げられる。一実施例では、剥離剤及び／又は潤滑剤は繊維要素に適用してもよく
、換言すれば、繊維要素形成後に、適用してもよい。一実施例では、１つ以上の剥離剤／
潤滑剤は、収集装置上で繊維要素を回収して繊維壁材を形成する前に、繊維要素に適用し
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てもよい。他の実施例では、１つ以上の剥離剤／潤滑剤は、繊維壁材の積層体など１つ以
上の繊維壁材を接触させる前に、本発明の繊維要素から形成された繊維壁材に適用しても
よい。更に他の実施例では、本発明の繊維要素及び／若しくは繊維壁材の剥離を促進する
ために、並びに／又は本発明の繊維要素の層及び／若しくは繊維壁材の積層が互いに貼り
付くのを、更には意図せずに貼り付かせるのを回避するために、繊維要素及び／又は繊維
壁材が表面（処理システムにおいて使用される装置の表面など）に接触する前に、本発明
の繊維要素及び／又は繊維要素を含む繊維壁材に、１つ以上の剥離剤／潤滑剤を適用して
もよい。一実施例では、剥離剤／潤滑剤は微粒子を含む。
【００５０】
　更に他の実施例では、添加剤は１つ以上のブロッキング防止剤及び／又は粘着性除去剤
を含んでいてもよい。好適なブロッキング防止剤及び／又は粘着性除去剤の非限定例とし
ては、デンプン、デンプン誘導体、架橋ポリビニルピロリドン、架橋セルロース、微結晶
セルロース、シリカ、金属酸化物、炭酸カルシウム、タルク、雲母、及びこれらの混合物
が挙げられる。
【００５１】
　本明細書で使用するとき、「目的とされる使用条件」は、本発明のパウチ及び／又はそ
の繊維壁材が、１つ以上の設定用途を目的として使用される際に曝される温度条件、物理
的条件、化学的条件、及び／又は機械的条件を意味する。例えば、パウチ及び／又は繊維
要素を含むその繊維壁材が、洗濯ケアの目的で洗濯機内で使用されるように設計されてい
る場合、目的とされる使用条件は、洗濯洗浄操作中の任意の洗浄水を含む、洗濯機内にお
いて存在する温度条件、化学的条件、物理的条件、及び／又は機械的条件を含むであろう
。他の実施例では、パウチ及び／又は繊維要素を含むその繊維壁材が、ヘアケア目的のた
めのシャンプーとしてヒトによって使用されるように設計されている場合、目的とされる
使用条件は、ヒトの毛髪のシャンプーにおいて存在する温度条件、化学的条件、物理的条
件、及び／又は機械的条件を含むであろう。同様に、パウチ及び／又は繊維要素を含むそ
の繊維壁材が、手による又は食器洗浄器による食器洗浄操作で使用されるように設計され
ている場合、目的とされる使用条件は、食器洗浄操作中の食器洗浄水及び／又は食器洗浄
器において存在する、これらの温度条件、化学的条件、物理的条件、及び／又は機械的条
件を含むであろう。
【００５２】
　本明細書で使用するとき、「活性剤」は、パウチ及び／又はその繊維壁材が目的とされ
る使用条件に曝される時などに、本発明の繊維要素を含むパウチ及び／又はその繊維壁材
の外部環境中に、意図された効果を作り出す添加剤を意味する。一実施例では、活性剤は
、表面、例えば硬質表面（すなわちキッチンのカウンター、バスタブ、トイレ、便器、シ
ンク、床、壁、歯、車、窓、鏡、皿）及び／又は軟質表面（すなわち、布地、毛髪、皮膚
、カーペット、作物、植物）を処理する添加剤を含む。他の実施例では、活性剤は、化学
反応（すなわち、発泡、泡立ち、着色、温度上昇、冷却、起泡、消毒及び／若しくは清浄
化、並びに／又は塩素化、例えば水の浄化、及び／又は水の消毒、及び／又は水の塩素化
におけるこれらの作用）を生じさせる添加剤を含む。更に他の実施例では、活性剤は、環
境処理用の添加剤を含む（すなわち空気を脱臭する、浄化する、芳香を付する）。一実施
例では、活性剤は、活性剤を含有する繊維要素及び／又は粒子の形成中などで、その場で
形成され、例えば繊維要素及び／又は粒子は、水溶性ポリマー（例えばデンプン）及び界
面活性剤（例えばアニオン性界面活性剤）を含んでもよい。水溶性ポリマー及び界面活性
剤は、布地の表面を処理するのに使用される活性剤として機能する高分子錯体、又はコア
セルベートを作り出すことができる。
【００５３】
　「処理する」は、表面又は環境処理に関して本明細書で使用するとき、活性剤が、表面
又は環境に利益をもたらすということを意味する。処理には、表面の又は環境の外観、清
浄度、匂い、純度、及び／若しくは感触を制御すること、並びに／又はこれをすぐに改善
することが挙げられる。一実施例では、ケラチン性組織（例えば、皮膚及び／又は毛髪）
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表面の処理に関する処理は、ケラチン性組織の表面的な外観及び／又は感触の調節及び／
又は瞬間的な改善を意味する。例えば、「皮膚、毛髪、又は爪（ケラチン性組織表面）の
状態の調節」には、皮膚、毛髪、又は爪の萎縮を低減するために、皮膚、毛髪、又は爪を
厚くすること（例えば、皮膚の表皮及び／又は真皮及び／又は皮下（例えば、皮下脂肪、
又は筋肉）層の構築、並びに適用可能であるところで、爪及び毛幹の角質層の構築）、真
皮－表皮の境界の回旋（convolution）の増加（乳頭間隆起としても既知）、弾力線維症
、たるみ、変形に由来する皮膚、又は髪の反発力の喪失など、皮膚の弾力低下、又は髪の
コシの低下（機能的皮膚エラスチンの損失、損傷、及び／又は不活性化）の防止、目の下
のクマ、アザ（例えば、酒さなどによる不均一な赤い着色）（本明細書において、後に「
赤色斑点」と称される）、血色の悪さ（青白い色）、毛細血管拡張症、又はクモ状血管、
及び白髪により引き起こされる変色などの、皮膚、毛髪、又は爪の着色におけるメラニン
、又は非メラニン変化などを含む。
【００５４】
　他の実施例では、処理は布地物品（布、タオル、リネンなど）、並びに／又は硬質表面
（カウンター及び／又は深鍋及び平鍋などを含む）から染み、汚れ、及び／若しくは匂い
を除去することを意味する。
【００５５】
　本明細書で使用するとき、「布地ケア活性剤」は、布地物品に適用した場合に、布地に
利益及び／又は改善をもたらす活性剤を意味する。布地物品への利益及び／又は改善の非
限定的な実施例としては、洗浄（例えば界面活性剤によって）、染み除去、染み低減、し
わ除去、色回復、静電気制御、しわ耐性、パーマネントプレス、磨耗減少、磨耗耐性、毛
玉取り、毛玉耐性、汚れ除去、汚れ耐性（汚れ放出を含む）、形状保持、縮み低減、柔軟
性、芳香、抗菌、抗ウイルス、防臭、及び匂い除去が挙げられる。
【００５６】
　本明細書で使用するとき、「食器洗浄用活性剤」は、食卓用食器、ガラス製品、深鍋、
平鍋、台所用具、及び／又はクッキングシートに適用されたときに、食卓用食器、ガラス
製品、プラスチック物品、深鍋、平鍋、及び／又はクッキングシートに、利益及び／又は
改善をもたらすということを意味する。食卓用食器、ガラス製品、プラスチック物品、深
鍋、平鍋、台所用具、及び／又はクッキングシートへの利益及び／又は改善の非限定的な
例としては、食物及び／又は汚れ除去、洗浄（例えば界面活性剤による）染み除去、染み
低減、油脂除去、水染み除去及び／又は水染み防止、ガラス及び金属ケア、衛生化、輝き
、並びに研磨が挙げられる。
【００５７】
　本明細書で使用されるとき、「硬質表面用活性剤」は、床、カウンター、シンク、窓、
鏡、シャワー、風呂、及び／又はトイレに適用されたときに、床、カウンター、シンク、
窓、鏡、シャワー、風呂、及び／又はトイレに有益な効果及び／又は改善をもたらす活性
剤を意味する。床、カウンター、シンク、窓、鏡、シャワー、バス、及び／又はトイレへ
の利益及び／又は改善の非限定的な例としては、食品及び／又は汚れ除去、洗浄（例えば
、界面活性剤による）、染み除去、染み低減、油脂除去、水染み除去及び／又は水染み防
止、石鹸かすの除去、殺菌、輝き効果、研磨、及びフレッシュニングが挙げられる。
【００５８】
　本明細書で使用するとき、「重量比」は、乾燥基準での２つの材料間の比率を意味する
。例えば、繊維要素中のフィラメント形成材料と活性剤との重量比とは、繊維要素中の乾
燥重量基準のフィラメント形成材料の重量（ｇ又は％）と、繊維要素中の乾燥重量基準の
添加剤（例えば活性剤）の重量（ｇ又は％－フィラメント形成材料の重量と同じ単位）と
の比率である。他の実施例において、繊維壁材中の粒子と繊維要素との重量比とは、繊維
壁材中の乾燥重量基準の粒子の重量（ｇ又は％）と、繊維壁材中の乾燥重量基準の繊維要
素の重量（ｇ又は％－粒子の重量と同じ単位）との比率である。
【００５９】
　本明細書で使用するとき、「水溶性」及び／又は「水溶性材料」は、水に混和性である
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材料を意味する。換言すれば、周囲条件において、水と安定した（均質の溶液を形成した
後、５分経過後にも分離しない）均質な溶液を形成することができる材料である。
【００６０】
　本明細書で使用するとき、「周囲条件」とは、約２３℃±１．０℃及び相対湿度５０％
±２％を意味する。
【００６１】
　本明細書で使用するとき、「重量平均分子量」は、「コロイド及び界面Ａ、物理化学及
び工学の状況」（Colloids and Surfaces A.Physico Chemical & Engineering Aspects）
１６２巻、２０００、１０７～１２１頁に見出されるプロトコルに従って、ゲル浸透クロ
マトグラフィーを用いて決定される重量平均分子量を意味する。
【００６２】
　繊維要素に関して本明細書で使用する時、「長さ」は、一方の末端からもう一方の末端
までの繊維要素の最長軸に沿った長さを意味する。繊維要素が内部にねじれ、丸まり、又
は曲がりを有する場合、長さは一方の末端からもう一方の末端までの繊維要素の全経路に
沿った長さになる。
【００６３】
　繊維要素に関して本明細書で使用する時、「直径」は、本明細書に記載の直径試験方法
に従って測定される。一実施例では、本発明の繊維要素は、１００μｍ未満の、及び／又
は７５μｍ未満の、及び／又は５０μｍ未満の、及び／又は２５μｍ未満の、及び／又は
２０μｍ未満の、及び／又は１５μｍ未満の、及び／又は１０μｍ未満の、及び／又は６
μｍ未満の、及び／又は１μｍを超える、及び／又は３μｍを超える直径を呈する。
【００６４】
　本明細書で使用するとき、「誘因条件」は、一実施例において、本発明のパウチ及び／
又はその繊維壁材中で刺激として機能し、変化（例えば、パウチの繊維壁材の物理的構造
の損失又は変化、及び／又は活性剤などの添加剤のパウチからの放出）を開始する、又は
促進する活動若しくは現象としてのあらゆるものを意味する。他の実施例では、誘因条件
は、本発明のパウチを水に添加する際に、環境（例えば水など）中に存在してもよい。換
言すれば、本発明のパウチがその中に存在するという事実以外は、水中では何も変化しな
い。
【００６５】
　パウチの繊維壁材の繊維要素のモルホルジー変化に関し、本明細書で使用されるとき、
「モルホロジー変化」は、繊維要素がその物理的構造の変化を経験するということを意味
する。本発明の繊維要素に関するモルホルジー変化の非限定例としては、溶解、融解、膨
張、縮小、粉々に砕ける、破裂する、延長する、短縮する、及びこれらの組み合わせが挙
げられる。本発明の繊維要素は、目的とされる使用条件に曝した際にそれらの繊維要素の
物理的構造を完全に若しくは実質的に失う場合があり、あるいはそれらの形態が変化して
もよく、あるいはそれらの繊維要素の物理的構造を保持し又は実質的に保持し得る。
【００６６】
　「乾燥繊維要素基準の重量で」、及び／又は「乾燥繊維壁材基準ベースの重量で」、及
び／又は「乾燥パウチ基準の重量で」とは、強制空気乾燥器中のホイル上にて、温度７０
℃±２℃、相対湿度４％±２％で２４時間乾燥させた後、秤で少なくとも小数第４位まで
、１５秒以内に測定した、繊維要素、及び／又は繊維壁材、及び／又はパウチの重量を意
味する。測定は、約２３Ｃ±１．０℃及び相対湿度５０％±２％に調節された室内で実施
される。
【００６７】
　一実施例では、乾燥繊維要素及び／又は乾燥繊維壁材及び／又は乾燥パウチは、本明細
書に記載の含水量試験方法により測定した場合に、繊維要素及び／又は繊維壁材及び／又
はパウチの乾燥重量に基づいて、２０重量％未満及び／又は１５重量％未満及び／又は１
０重量％未満及び／又は７重量％未満及び／又は５重量％未満及び／又は３重量％未満及
び／又は０重量％、及び／又は０重量％超の水分（例えば遊離水などの水）を含む。一実
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施例では、パウチは本明細書に記載の含水量試験方法に従って測定されたときに、０％～
２０％の含水量を呈する。
【００６８】
　例えば、繊維要素及び／又は繊維壁材の中に存在する１つ以上の活性剤の合計濃度に関
して、本明細書で使用するとき、「合計濃度」は、被験材料（例えば活性剤）全ての重量
又は重量％の合計を意味する。換言すれば、繊維要素及び／又は繊維壁材は、繊維要素及
び／若しくは粒子及び／若しくは繊維壁材中に存在する活性剤の合計の濃度が、乾燥繊維
要素基準及び／若しくは乾燥繊維壁材基準の重量で５０％超、すなわち５５％になるよう
に、乾燥繊維要素基準及び／若しくは乾燥繊維壁材基準の重量で２５％のアニオン性界面
活性剤、並びに／又は乾燥繊維要素基準及び／若しくは乾燥繊維壁材基準の重量で１５％
の非イオン性界面活性剤、並びに／又は乾燥繊維要素基準及び／若しくは乾燥繊維壁材基
準の重量で１０％のキレート、並びに／又は乾燥繊維要素基準及び／若しくは乾燥繊維壁
材基準の重量で５％の香料を含んでいてもよい。
【００６９】
　本明細書で使用するとき、「異なる形態」又は「異なる」は、材料（繊維要素全体、及
び／又は繊維要素内のフィラメント形成材料、及び／又は繊維要素内の活性剤など）に関
して、１つの材料（繊維要素、及び／又はフィラメント形成材料、及び／又は活性剤など
）が、化学的、物理的、及び／又は構造的に他の材料（繊維要素、及び／又はフィラメン
ト形成材料、及び／又は活性剤など）と異なることを意味する。例えば、フィラメント形
態のフィラメント形成材料は、繊維形態の同じフィラメント形成材料とは異なる。同様に
、デンプンはセルロースとは異なる。しかしながら、デンプンの分子量が異なることなど
、同じ物質で異なる分子量であることは、本発明の目的おいて、お互い異なる物質とはな
らない。
【００７０】
　本明細書で使用されるとき、「ポリマーのランダム混合体」は、２つ以上の異なるフィ
ラメント形成材料がランダムに結合して、繊維要素を形成していることを意味する。その
結果、シースコア型の２成分の繊維要素など、規則正しく結合して繊維要素を形成する２
つ以上の異なるフィラメント形成材料は、本発明の目的において、異なるフィラメント形
成材料のランダム混合物ではない。
【００７１】
　繊維要素及び／又は粒子に関して本明細書で使用する時、「連携する（Associate）」
、「連携される（Associated）」、「連携（Association）」、及び／又は「連携してい
る（Associating）」は、繊維壁材が形成されるように、繊維要素及び／又は粒子を、直
接接触又は間接接触によって組み合わせることを意味する。一実施例では、連携される繊
維要素及び／又は粒子は、例えば接着剤及び／又は熱接着によって共に結び付いてよい。
別の実施例では、繊維要素及び／又は粒子は、ベルト及び／又は模様付きベルトを製造す
る同一の繊維壁材上に付着させることによって互いに連携されてもよい。
【００７２】
　本明細書で使用する時、「開口繊維壁材」は、パウチ壁材が、例えば、２つより多い、
及び／又は３つより多い、及び／又は４つより多い、及び／又は５つより多い、など、複
数の穴を含むことを意味する。その内容物の脱気用の単一の穴を含むフィルムパウチが知
られているが、それらは本発明での意味において、「開口」には該当しない。
【００７３】
　本明細書で使用する時、「機械方向」又は「ＭＤ」は、繊維壁材製造機械を通過する繊
維壁材の流れと平行な方向を意味する。
【００７４】
　本明細書で使用する時、「機械横方向」又は「ＣＤ」は、繊維壁材の同一平面上で、機
械方向と垂直である方向を意味する。
【００７５】
　本明細書で使用する時、冠詞「ａ」及び「ａｎ」は、例えば「アニオン性界面活性剤（
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an anionic surfactant）」又は「繊維（a fiber）」など、本明細書で使用する場合、特
許請求された又は記載された物質の１以上を意味するものと理解される。
【００７６】
　別途明示する場合を除き、パーセント及び比は全て、重量パーセント、重量比とする。
別途明示する場合を除き、パーセント及び比は全て、組成物全量に基づいて計算する。
【００７７】
　特に記載がない限り、構成成分又は組成物の濃度は全て、その構成成分又は組成物の活
性濃度に関するものであり、市販の供給源に存在し得る不純物、例えば、残留溶媒又は副
生成物は除外される。
【００７８】
　パウチ
　図１及び図２で示されるように、本発明のパウチ１０の実施例は、パウチ壁材１２（例
えば水溶性繊維壁材といった繊維壁材１４など）を含む。パウチ壁材１２は、パウチ１０
の内容積１６を規定している。パウチ１０の任意の内容物１８（例えば、粉末状の活性剤
、洗濯洗剤組成物、食器洗浄用組成物、及び他の洗浄用組成物）は、少なくともパウチ１
０が（例えば使用中に）壊れ、図２に示すようにその内容物を放出するまで、パウチ１０
の内容積１６内に含まれ及び保持されていてもよい。
【００７９】
　使用目的の条件下のパウチ１０が、図２に示されている。図２は、ユーザーがパウチ１
０を、容器２１中の液体２０（水など）に添加して、洗浄液を作製する時、例えばユーザ
ーがパウチ１０を、洗濯機及び／又は食器洗浄機に添加する時など、のシナリオを例示し
ている。図２に示すように、パウチ１０が液体２０に接触する時、繊維パウチ壁材１４の
一部が溶解するなどにより、パウチ１０が壊れ、その内容物１８の全てがパウチ１０の内
容積１６より放出されるわけではなくとも、少なくともその一部の放出を引き起こす。
【００８０】
　パウチ１０の他の例は、図３及び図４で示され、これは、パウチ１０の全表面積の１０
０％未満を覆う繊維壁材１４（水溶性繊維壁材など）を含むパウチ壁材１２、及び残りの
パウチ１０の全表面積の１００％未満を覆うフィルム壁材２２（水溶性フィルム壁材、例
えば、ヒドロキシルポリマーを含むフィルム壁材など）を含んでいる。一実施例では、フ
ィルム壁材２２は、本発明のヒドロキシルポリマーを含む。
【００８１】
　使用目的の条件下のパウチ１０が、図４に示されている。図４は、ユーザーがパウチ１
０を、容器２１中の液体２０（水など）に添加して、洗浄液を作製する時、例えばユーザ
ーがパウチ１０を、洗濯機及び／又は食器洗浄機に添加する時など、のシナリオを例示し
ている。図４に示すように、パウチ１０が液体２０に接触する時、繊維パウチ壁材１４の
一部が溶解するなどのより、パウチ１０が壊れ、その内容物１８の全てがパウチ１０の内
容積１６より放出されるわけではなくとも、少なくともその一部の放出を引き起こす。
【００８２】
　上記のように、繊維壁材が、１つ以上のパウチ側面を形成してもよく、フィルム壁材が
、１つ以上の他のパウチ側面を形成してもよい。更に他の実施例において、水溶性パウチ
壁材（水溶性繊維壁材など）が、１つ以上のパウチ側面を形成してもよく、非水溶性繊維
壁材が、１つ以上の他のパウチ側面を形成してもよい。
【００８３】
　図５は、本発明のパウチ１０の別の実施形態を示す。パウチ１０は、繊維壁材１４によ
り内容積１６が部分的に規定されることなどによって構成されることにより開いたパウチ
１０を形成する、繊維壁材１４（例えば、水溶性繊維壁材）を含むパウチ壁材１２を含む
。追加のパウチ壁材１２（追加の繊維壁材及び／又は追加のフィルム壁材など）は、繊維
壁材１４と連携して、更に閉じたパウチを産生することで、内容積１６を規定していても
よい。追加のパウチ壁材１２が、繊維パウチ壁材１４と結合（密封など）されていてもよ
く、そのため任意の内容物（図示されていない）を、パウチ１０の内容積１６内に捕捉し
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ていてもよい。
【００８４】
　一実施例では、本発明のパウチは、図１～５で示されるような単一区画パウチであって
もよい。
【００８５】
　図６に示されるような他の実施例として、本発明のパウチ１０は、多区画パウチ１０で
あってもよく、パウチ１０は異なる活性剤及び／又は異なる組成物及び／又は同じ活性剤
及び／又は同じ組成物を含んでいてもよい２つ以上の区画２４、２６を含んでいる。例え
ば、一方の区画２４が速溶性の活性剤を含んでいてもよく、他方の区画２６が、速溶性の
活性剤と比較してより遅く溶解する活性剤を含んでいてもよい。更に他の実施例において
、各区画２４、２６は、異なる区画２４、２６の内容物（図示されていない）が、使用時
の異なる時点において、それぞれの区画２４、２６から放出されるといった、異なる速度
で溶解する異なるパウチ壁材１２を含んでいてもよい。この時差放出プロファイルは、不
相溶性の材料が、異なる区画２０、２２内に含まれる場合に、使用可能である。図６で示
されるように、一方の区画２４は、繊維壁材１４（水溶性繊維壁材など）を含んでいても
よく、他方の区画２６は、フィルム壁材２２（水溶性フィルム壁材など）を含んでいても
よい。更に他の実施例において、粉末組成物（粉末洗剤組成物など）は、区画２４内に含
まれてもよく、液体組成物（液体洗剤組成物など）は、区画２６内に含まれてもよい。
【００８６】
　一実施例では、本発明のパウチは、アウターパウチの内容積中に存在する別個のインナ
ーパウチを更に含む。インナーパウチは、２つ目の内容積を規定するフィルム壁材及び／
又は繊維壁材を含んでいてもよい。一実施例では、インナーパウチは開口フィルム壁材を
含む。他の実施例では、インナーパウチは、非開口フィルム壁材を含む。インナーパウチ
の２番目の内容積は、アウターパウチの内容積に存在する活性剤と同じ又異なる１つ以上
の活性剤を含んでいてもよい。
【００８７】
　他の実施例において、少なくともパウチの１つが他のパウチ内に含まれている、２つ以
上のパウチを含む製造品が、本発明により提供されている。
【００８８】
　一実施例では、インナーパウチでは、本明細書に記載の破壊試験法により測定した場合
に、アウターパウチの平均破壊時間と同等又はそれより長い平均破壊時間を示す。
【００８９】
　図７及び図８で示されるように、本発明の更に別の実施例において、パウチ１０は、１
つ以上の追加のパウチ（例えば、水溶性フィルム壁材などの、フィルム壁材２２を含むフ
ィルムパウチ２８、及び／又は繊維壁材パウチ）、及び／又は繊維壁材及び／又はフィル
ム材を含む内容積１６を規定する繊維壁材１４を含むパウチ壁材１２を含んでもよい。フ
ィルムパウチ２８、繊維壁材パウチ及び／又は繊維壁材及び／又はフィルム材に加えて、
例えばパウチ１０は、粉末洗剤組成物及び／又は１つ以上の活性剤などの、内容物を更に
含んでいてもよい。更に、フィルムパウチ２８及び／又は繊維壁材パウチは、１つ以上の
活性剤（酵素など）及び／又は内容積内部のパウチを、それら自体に含んでいてもよい。
フィルムパウチ２８及び／又は繊維壁材パウチは、１つ以上の活性剤（例えば、粉末洗剤
組成物及び／又は液体洗剤組成物及び／又は活性剤）を含んでいてもよい。フィルムパウ
チ２８及び／又は繊維壁材パウチは、パウチ１０の溶解及び／又は破壊により、使用時な
どに、放出される。パウチ１０の内容物、並びにフィルムパウチ２８及び／若しくは繊維
壁材パウチの内容物は、同一であっても又は異なっていてもよい。他の実施例では、パウ
チ１０内の追加のパウチは、繊維壁材、並びに／又はフィルム壁材及び繊維壁材の組み合
わせを含んでいてもよい。
【００９０】
　一実施例では、本発明のパウチ１０は、既知のパウチというよりウェブのように見える
多プライ（例えば、２プライ）の繊維壁材構造の形態をしていてもよい。この形態では、
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多プライ繊維壁材構造は、その外周周辺で少なくとも部分的に結合し及び／又は密封され
てもよく、その内部（多プライ繊維壁材構造間の内容積など）上で非結合及び／又は密封
されてもよい。内容積は、それ自身に空隙内容積を有する可能性のある又はそれ自身に１
つ以上の活性剤（例えば、酵素）を含む可能性のある内容積中に納まることが可能な、１
つ以上の活性剤及び／又は１つ以上の繊維壁材及び／又はフィルム材及び／又はより小さ
な多プライ繊維壁材構造をそれ自身に含んでもよい。
【００９１】
　使用目的の条件下のパウチ１０が、図８に示されている。図８は、ユーザーがパウチ１
０を、容器２１中の液体２０（水など）に添加して、洗浄液を作製する時、例えばユーザ
ーがパウチ１０を、洗濯機及び／又は食器洗浄機に添加する時など、のシナリオを例示し
ている。図８に示すように、パウチ１０が液体２０に接触する時、繊維パウチ壁材１４の
一部が溶解するなどにより、パウチ１０が壊れ、その内容物１８（例えば、フィルムパウ
チ２８）の全てがパウチ１０の内容積１６より放出されるわけではなくとも、少なくとも
その一部の放出を引き起こす。
【００９２】
　本発明のパウチは、その使用目的に適している限りは、任意の形状及びサイズであって
もよい。
【００９３】
　一実施例では、水溶性の繊維壁材は、パウチ全体が均一な又は実質的に均一な厚さであ
ってもよい。
【００９４】
　一実施例では、任意の適切なプロセス及び／又は装置、例えば、厚さ０．６ｍｍのニー
ドルパンチング用のニードルを用いて、パウチ壁材に穴を打ち込んでもよい。穴は、各パ
ウチの円形部分（粉末側）の中央内の１ｃｍ2のエリア（面積）内に打ち込まれてもよい
。各穴は、ニードルが完全にパウチ壁材に浸透する方法で、打ち込まれてもよい。
【００９５】
　他の実施例では、本発明のパウチは、本明細書に記載の振盪試験方法に従って測定され
た場合に、１０％未満、及び／又は５％未満、及び／又は３％未満、及び／又は１％未満
、及び／又は０．５％未満、及び／又は０．１％未満、及び／又は０．０５％未満、及び
／又は０．０２５％未満、及び／又は０．０１％未満、及び／又は約０％の％重量喪失を
呈する。
【００９６】
　以下の表２は、本発明のパウチの例を、本明細書に記載の振盪試験法により測定した場
合の、％重量損失を示している。
【００９７】
【表１】

【００９８】
　一実施例では、繊維壁材（例えば、水溶性繊維壁材）を含む本発明のパウチは、本明細
書に記載の破壊試験方法に従って測定されたとき、２４０秒未満、及び／又は１２０秒未
満、及び／又は６０秒未満、及び／又は３０秒未満、及び／又は１０秒未満、及び／又は
５秒未満、及び／又は２秒未満、及び／又は即座の平均破壊時間を呈する。
【００９９】
　以下の表２は、本発明のパウチの例を、本明細書に記載の破壊試験法により測定した場
合の、平均破壊時間を示している。
【０１００】
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【表２】

【０１０１】
　繊維壁材
　本発明の繊維壁材は、複数の繊維要素（例えば、複数のフィラメント）を含む。一実施
例では、複数の繊維フィラメントは、相互に絡まり、繊維性構造体を形成する。
【０１０２】
　本発明の別の実施例では、繊維壁材が、水溶性の繊維壁材である。
【０１０３】
　本発明の別の実施例では、繊維壁材が、開口繊維壁材である。
【０１０４】
　本発明の繊維要素及び／又は繊維壁材は固体の形態であるが、本発明の繊維要素を製造
するために使用されるフィラメント形成組成物が液体形態であってもよい。
【０１０５】
　一実施例では、繊維壁材は、組成の点で本発明に従う繊維要素と同一である、又は実質
的に同一である複数の繊維要素を含む。他の実施例では、繊維壁材は、本発明に従う２つ
以上の異なる繊維要素を含んでもよい。繊維要素内の違いに関する非限定的な例は、物理
的違い（例えば直径、長さ、質感、形状、剛性、及び弾性等）、化学的な違い（例えば架
橋レベル、溶解度、融点、Ｔｇ、活性剤、フィラメント形成材料、色、活性剤の濃度、坪
量、フィラメント形成材料の濃度、繊維要素上の任意のコーティングの存在、生分解性若
しくは非生分解性、接触角等）、目的とされる使用条件に繊維要素を曝した際に繊維要素
がその物理的構造を失うか否か、目的とされる使用条件に繊維要素を曝した際に繊維要素
がその形態を変化させるか否か、並びに、目的とされる使用条件に繊維要素を曝した際に
繊維要素が１つ以上の活性剤を放出する速度、が挙げられる。一実施例では、繊維壁材内
の２つ以上の繊維要素及び／又は粒子は、異なる活性剤を含んでもよい。これは、異なる
活性剤、例えばアニオン性界面活性剤（例えばシャンプー活性剤）及びカチオン性界面活
性剤（例えばヘアコンディショナー活性剤）が互いに適合性が無い場合に該当し得る。
【０１０６】
　他の実施例では、繊維壁材は、異なる領域、例えば坪量、密度、及び／又はキャリパー
の異なる領域を呈してもよい。更に他の実施例では、繊維壁材は、１つ以上の表面上の質
感を含み得る。繊維壁材の表面は、パターン、例えばランダムでない、繰り返しパターン
などのパターンを含んでもよい。繊維壁材はエンボスパターンでエンボス加工されてもよ
い。
【０１０７】
　一実施例では、水溶性繊維壁材は、複数の開口部を含む水溶性繊維壁材である。開口部
はランダムでない、繰り返しパターンで配置されてもよい。
【０１０８】
　開口型水溶性繊維壁材の開口部は、開口型水溶性繊維壁材が、パウチの内容積の少なく
とも一部を規定する機能を提供している限りにおいて、事実上任意の形状及びサイズであ
ってよい。一実施例では、開口型水溶性繊維壁材の開口部は、一般的に、間隔の空いた穴
の規則的なパターンの、円形又は楕円形である。開口部は、約０．１～約０．２ｍｍ、及
び／又は約０．５～１ｍｍの直径をそれぞれ有していてもよい。開口部は、約０．５％～
約２５％、及び／又は約１％～約２０％、及び／又は約２％～約１０％の開口型水溶性繊
維壁材内に、開口を形成してもよい。本発明の利点は、様々な形状及びサイズを有する開
口部の非反復の及び／又は不規則なパターンと共に理解され得るものと考えられている。
【０１０９】
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　一実施例では、任意の好適なプロセス及び／又は装置（例えば、直径約０．６ｍｍのニ
ードルパンチング用のニードル）を用いて、パウチに（穴を）形成させる前又は後に、穴
（開口）を、パウチ壁材に打ち込んでもよい。穴（開口）を、パウチの丸くなった部分（
粉末側）の中央内の約１ｃｍ2のエリア（面積）内に打ち込んで、開口型水溶性繊維壁材
を含むパウチを形成させてもよい。各穴は、ニードルが完全に水溶性繊維壁材に貫通する
方法で、打ち込まれてもよい。他の実施例では、パウチは、穴（開口部）の領域（開口部
領域）、及び穴の無い（非開口部）の領域（非開口部領域）を含む水溶性繊維壁材を含ん
でもよい。
【０１１０】
　他の実施例では、繊維壁材は開口部を含んでもよい。開口部はランダムでない、繰り返
しパターンで配置されてもよい。繊維壁材（例えば、水溶性繊維壁材）の開口は、任意の
数の技術によって、実施可能である。例えば、開口は、米国特許第３，９４９，１２７号
及び米国特許第５，８７３，８６８号に記載されたものなどの、結合及び引き伸ばしを含
む様々なプロセスにより、実施可能である。一実施形態では、開口部は、米国特許第５，
６２８，０９７号、及び米国特許第５，９１６，６６１号（両特許は参照により本明細書
に組み込まれる）に記載されるように、間隔の空いた溶解し固定化された領域を複数形成
し、その後、ウェブをリング圧延して、ウェブを引き伸ばして、溶解し固定化された領域
に開口部を形成することにより形成してもよい。他の実施形態では、開口部は、米国特許
第６，８３０，８００号、及び米国特許第６，８６３，９６０号（これらは参照により本
明細書に組み込まれる）に記載される方法により、多層の不織布構造中に、形成してもよ
い。更に他のウェブを開口するプロセスが、米国特許第８，２４１，５４３号の「Ｍｅｔ
ｈｏｄ　Ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　Ｆｏｒ　Ｍａｋｉｎｇ　Ａｎ　Ａｐｅｒｔｕｒｅ
ｄ　Ｗｅｂ」（これは参照により本明細書に組み込まれる）に記載されている。
【０１１１】
　一実施例では、繊維壁材は、繊維壁材の他の部分とは異なる、繊維要素の個別領域を含
み得る。
【０１１２】
　本発明の繊維壁材は、そのまま使用されてもよいし、又は１つ以上の活性剤でコーティ
ングされてもよい。
【０１１３】
　一実施例では、本発明の繊維壁材は、本明細書に記載の厚さ試験方法により測定した場
合に、０．０１ｍｍを超える、及び／又は０．０５ｍｍを超える、及び／又は０．１ｍｍ
を超える、及び／又は、及び／又は、約１００ｍｍまでの、及び／又は、約５０ｍｍまで
の、及び／又は、約２０ｍｍまでの、及び／又は約１０ｍｍまでの、及び／又は約５ｍｍ
までの、及び／又は約２ｍｍまでの、及び／又は０．５ｍｍまでの、及び／又は約０．３
ｍｍまでの厚さを呈する。
【０１１４】
　他の実施例では、本発明の繊維壁材は、本明細書に記載の引張試験方法に従って測定す
る場合、０．１ｋＮ／ｍ超、及び／又は０．２５ｋＮ／ｍ超、及び／又は０．４ｋＮ／ｍ
超、及び／又は０．４５ｋＮ／ｍ超、及び／又は０．５０ｋＮ／ｍ超、及び／又は０．７
５ｋＮ／ｍ超の幾何平均（ＧＭ）引張強度を呈する。
【０１１５】
　他の実施例では、本発明の繊維壁材は、本明細書に記載の引張試験方法に従って測定す
る場合、１０００％未満、及び／又は８００％未満、及び／又は６５０％未満、及び／又
は５５０％未満、及び／又は５００％未満、及び／又は４７５％未満の幾何平均（ＧＭ）
破断点伸びを呈する。
【０１１６】
　表３は、本発明のパウチの２つの例の、幾何平均（ＧＭ）引張強度及び幾何平均（ＧＭ
）伸びを示している。
【０１１７】
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【表３】

【０１１８】
　繊維要素
　本発明の繊維要素（フィラメント及び／又は繊維）は、１つ以上のフィラメント形成材
料を含む。フィラメント形成材料に加えて、繊維要素は、繊維要素を含む繊維要素及び／
又は繊維壁材が、目的とされる使用条件に曝される時などに、繊維要素（例えば、フィラ
メント）から放出可能な繊維要素内に存在する１つ以上の活性剤を更に含んでいてもよい
。一実施例では、繊維要素中に存在する１つ以上のフィラメント形成材料の合計濃度は、
乾燥繊維要素基準及び／又は乾燥繊維壁材基準の重量で、８０重量％未満であり、繊維要
素中に存在する１つ以上の活性剤の合計濃度は、乾燥繊維要素基準及び／又は乾燥繊維壁
材基準の重量で、２０重量％超である。
【０１１９】
　一実施例では、本発明の繊維要素は、乾燥繊維要素基準及び／又は乾燥繊維壁材基準の
重量により、約１００重量％、及び／又は９５重量％超及び／又は９０重量％超及び／又
は８５重量％超及び／又は７５重量％超及び／又は５０重量％超の１つ以上のフィラメン
ト形成材料を含む。例えば、フィラメント形成材料は、ポリビニルアルコール、デンプン
、カルボキシメチルセルロース、及び他の好適なポリマー（特にヒドロキシルポリマー）
を含み得る。
【０１２０】
　別の実施例では、本発明の繊維要素は、１つ以上のフィラメント形成材料と、１つ以上
の活性剤と、を含み、繊維要素中に存在するフィラメント形成材料の合計濃度は、乾燥繊
維要素基準及び／又は乾燥繊維壁材基準の重量により、約５重量％～８０重量％未満であ
り、繊維要素中に存在する活性剤の合計濃度は、乾燥繊維要素基準及び／又は乾燥繊維壁
材基準の重量により、２０重量％超～約９５重量％である。
【０１２１】
　一実施例では、本発明の繊維要素は、乾燥繊維要素基準及び／又は乾燥繊維壁材基準の
重量により、少なくとも１０重量％及び／又は少なくとも１５重量％及び／又は少なくと
も２０重量％、及び／又は、８０重量％未満及び／又は７５重量％未満及び／又は６５重
量％未満及び／又は６０重量％未満及び／又は５５重量％未満及び／又は５０重量％未満
及び／又は４５重量％未満及び／又は４０重量％未満のフィラメント形成材料と、乾燥繊
維要素基準及び／又は乾燥繊維壁材基準の重量により、２０重量％超、及び／又は、少な
くとも３５重量％及び／又は少なくとも４０重量％及び／又は少なくとも４５重量％及び
／又は少なくとも５０重量％及び／又は少なくとも６０重量％、及び／又は９５重量％未
満及び／又は９０重量％未満及び／又は８５重量％未満及び／又は８０重量％未満及び／
又は７５重量％未満の活性剤と、を含む。
【０１２２】
　一実施例では、本発明の繊維要素は、乾燥繊維要素基準及び／又は乾燥繊維壁材基準の
重量により、少なくとも５重量％及び／又は少なくとも１０重量％及び／又は少なくとも
１５重量％及び／又は少なくとも２０重量％、及び／又は５０重量％未満及び／又は４５
重量％未満及び／又は４０重量％未満及び／又は３５重量％未満及び／又は３０重量％未
満及び／又は２５重量％未満のフィラメント形成材料と、乾燥繊維要素基準及び／又は乾
燥繊維壁材基準の重量により、５０重量％超、及び／又は、少なくとも５５重量％及び／
又は少なくとも６０重量％及び／又は少なくとも６５重量％及び／又は少なくとも７０重
量％、及び／又は９５重量％未満及び／又は９０重量％未満及び／又は８５重量％未満及
び／又は８０重量％未満及び／又は７５重量％未満の活性剤と、を含む。一実施例では、



(19) JP 6673831 B2 2020.3.25

10

20

30

40

50

本発明の繊維要素は、乾燥繊維要素基準及び／又は乾燥繊維壁材基準の重量により、８０
重量％超を構成する。
【０１２３】
　他の実施例において、１つ以上のフィラメント形成材料及び活性剤は、フィラメント形
成材料の合計濃度と活性剤との重量比が、４．０以下、及び／又は３．５以下、及び／又
は３．０以下、及び／又は２．５以下、及び／又は２．０以下、及び／又は１．８５以下
、及び／又は１．７以下、及び／又は１．６以下、及び／又は１．５以下、及び／又は１
．３以下、及び／又は１．２以下、及び／又は１以下、及び／又は０．７以下、及び／又
は０．５以下、及び／又は０．４以下、及び／又は０．３以下、及び／又は０．１超、及
び／又は０．１５超、及び／又は０．２超の重量比で、繊維要素中に存在している。
【０１２４】
　更に別の実施例では、本発明の繊維要素は、乾燥繊維要素基準及び／又は乾燥繊維壁材
基準の重量により、約１０重量％から、及び／又は約１５重量％から８０重量％未満まで
のフィラメント形成材料（例えばポリビニルアルコールポリマー、デンプンポリマー及び
／又はカルボキシメチルセルロースポリマー）と、乾燥繊維要素基準及び／又は乾燥繊維
壁材基準の重量により、２０重量％超から約９０重量％まで及び／又は約８５重量％まで
の活性剤と、を含む。繊維要素は、可塑剤（グリセリンなど）及び／又はｐＨ調整剤（ク
エン酸など）を更に含む。
【０１２５】
　更に別の実施例では、本発明の繊維要素は、乾燥繊維要素基準及び／又は乾燥繊維壁材
基準の重量により、約１０重量％から、及び／又は約１５重量％から８０重量％未満まで
のフィラメント形成材料（例えばポリビニルアルコールポリマー、デンプンポリマー、及
び／又はカルボキシメチルセルロースポリマー）と、乾燥繊維要素基準及び／又は乾燥繊
維壁材基準の重量により、２０重量％超から、約９０重量％までの、及び／又は約８５重
量％までの活性剤と、を含み、ここで、活性剤に対するフィラメント形成材料の重量比は
４．０以下である。繊維要素は、可塑剤、例えばグリセリン、及び／又はｐＨ調整剤、例
えばクエン酸を更に含む。
【０１２６】
　本発明の更に他の実施例では、繊維要素は、１つ以上のフィラメント形成材料、及び以
下から成る群より選択された１つ以上の活性剤を含んでいる：繊維要素及び／又は繊維要
素を含む繊維壁材が、目的とされる使用条件に曝される時に放出可能である、及び／又は
放出される、酵素、漂白剤、ビルダー、キレート剤、感覚剤、分散剤、及びこれらの組み
合わせ。一実施例では、繊維要素には、乾燥繊維要素基準及び／又は乾燥繊維壁材基準の
重量により、９５重量％未満、及び／又は９０重量％未満、及び／又は８０重量％未満、
及び／又は５０重量％未満、及び／又は３５重量％未満、及び／又は約５重量％まで、及
び／又は約１０重量％まで、及び／又は約２０重量％まで、のフィラメント形成材料の合
計濃度、並びに、以下からなる群より選択された活性剤の合計濃度が含まれている：乾燥
繊維要素基準及び／又は乾燥繊維壁材基準の重量により、５重量％超、及び／又は１０重
量％超、及び／又は２０重量％超、及び／又は３５重量％超、及び／又は５０重量％超、
及び／又は約６５重量％超、及び／又は約９５重量％まで、及び／又は約９０重量％まで
、及び／又は約８０重量％までの、酵素、漂白剤、ビルダー、キレート剤、香料、抗菌剤
、抗生剤、抗真菌剤、及びこれらの組み合わせ。一実施例では、活性剤は１つ以上の酵素
を含む。他の実施例では、活性剤は１つ以上の漂白剤を含む。更に他の実施例では、活性
剤は１つ以上のビルダーを含む。更に他の実施例では、活性剤は１つ以上のキレート剤を
含む。更に他の実施例では、活性剤は１つ以上の香料を含む。更に他の実施例では、活性
剤は１つ以上の抗菌剤、抗生剤、及び／又は抗真菌剤を含む。
【０１２７】
　本発明の更に他の実施例では、本発明の繊維要素は、それらが空中に飛散した場合に、
健康及び／又は安全性に対する懸念を生じる得る活性剤を含む場合がある。例えば、繊維
要素は、繊維要素内の酵素が空中に飛散するのを防止するために使用されてもよい。
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【０１２８】
　一実施例では、本発明の繊維要素はメルトブローン繊維要素であってもよい。他の実施
例では、本発明の繊維要素はスパンボンド繊維要素であってもよい。他の実施例では、繊
維要素は、１つ以上のその活性剤の放出前、及び／又は放出後に中空の繊維要素であって
もよい。
【０１２９】
　本発明の繊維要素は、親水性又は疎水性であってもよい。繊維要素は、繊維要素固有の
親水性若しくは疎水性特性を変更するために、表面処理及び／又は内部で処理されてもよ
い。
【０１３０】
　一実施例では、繊維要素は、本明細書に記載の直径試験方法により測定した場合に、１
００μｍ未満、及び／又は７５μｍ未満、及び／又は５０μｍ未満、及び／又は２５μｍ
未満、及び／又は１０μｍ未満、及び／又は５μｍ未満、及び／又は１μｍ未満の直径を
呈する。他の実施例では、本発明の繊維要素は、本明細書に記載の直径試験方法により測
定した場合に、１μｍを超える直径を呈する。本発明の繊維要素の直径は、繊維要素中に
存在する１つ以上の活性剤の放出速度、並びに／又は繊維要素の物理的構造の損失及び／
若しくはこれを変化させる速度を制御するために使用されてもよい。
【０１３１】
　繊維要素は、２つ以上の異なる活性剤を含んでもよい。一実施例では、繊維要素は２つ
以上の異なる活性剤を含み、この２つ以上の異なる活性剤は互いに適合するものである。
他の実施例では、繊維要素は２つ以上の異なる活性剤を含み、２つ以上の異なる活性剤は
互いに適合しないものである。
【０１３２】
　一実施例では、繊維要素は、繊維要素中の活性剤と、繊維要素上を被覆する活性剤など
繊維要素の外面上の活性剤と、を含んでもよい。繊維要素の外面上の活性剤は、繊維要素
中に存在する活性剤と同じであってもよく、又はこれと異なっていてもよい。異なる場合
は、活性剤は互いに適合するものであってもよく、又は不適合なものであってもよい。
【０１３３】
　一実施例では、１つ以上の活性剤は繊維要素全体に均一に分散されてもよく、又は実質
的に均一に分散されてもよい。他の実施例では、１つ以上の活性剤は、繊維要素中に別個
の領域として分散されてもよい。更に他の実施例では、少なくとも１つの活性剤は、繊維
要素全体に均一に、又は実質的に均一に分散され、少なくとも１つの他の活性剤は、繊維
要素内の１つ以上の別個の領域として分散される。更に他の実施例では、少なくとも１つ
の活性剤は、繊維要素中の１つ以上の別個の領域として分散され、少なくとも１つの他の
活性剤は、繊維要素中の第１の別個の領域から１つ以上の別個の領域として分散される。
【０１３４】
　フィラメント形成材料
　フィラメント形成材料は、紡糸プロセスなどによってフィラメントを製造するのに好適
な特性を呈するポリマー又はポリマーを製造することができるモノマーなど、任意の好適
な材料である。
【０１３５】
　一実施例では、フィラメント形成材料は、アルコール可溶性材料及び／又は水溶性材料
などの極性溶媒可溶性材料を含んでもよい。
【０１３６】
　他の実施例では、フィラメント形成材料は、非極性溶媒可溶性材料を含んでもよい。
【０１３７】
　更に別の実施例では、フィラメント形成材料は、水溶性材料を含んでもよく、水溶性材
料を含まなくてもよい（乾燥繊維要素基準及び／又は乾燥繊維壁材基準の重量により、５
重量％未満及び／又は３重量％未満及び／又は１重量％未満及び／又は０重量％）。
【０１３８】
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　更に別の実施例では、フィラメント形成材料は、フィルム形成材料であってもよい。更
に別の実施例では、フィラメント形成材料は、合成であっても、又は天然由来であっても
よく、これが化学的に、酵素的に、及び／又は物理的に修飾されてもよい。
【０１３９】
　本発明の更に他の実施例では、フィラメント形成材料は、以下から成る群より選択され
たポリマーを含んでもよい：アクリル単量体（エチレン性不飽和カルボン酸単量体、及び
エチレン性不飽和単量体など）の誘導ポリマー、ポリビニルアルコール、ポリビニルホル
ムアミド、ポリビニルアミン、ポリアクリレート、ポリメタクリル酸、アクリル酸とアク
リル酸メチルの共重合体、ポリビニルピロリドン、ポリアルキレンオキサイド、デンプン
及びデンプン誘導体、プルラン、ゼラチン、並びにセルロース誘導体（例えば、ヒドロキ
シプロピルメチルセルロース、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロース）。
【０１４０】
　更に別の実施例では、フィラメント形成材料は、ポリビニルアルコール、ポリビニルア
ルコール誘導体、デンプン、デンプン誘導体、セルロース誘導体、ヘミセルロース、ヘミ
セルロース誘導体、タンパク質、アルギン酸ナトリウム、ヒドロキシプロピルメチルセル
ロース、キトサン、キトサン誘導体、ポリエチレングリコール、テトラメチレンエーテル
グリコール、ポリビニルピロリドン、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセ
ルロース、カルボキシメチルセルロース、及びこれらの混合物からなる群から選択される
ポリマーを含んでもよい。
【０１４１】
　他の実施例では、フィラメント形成材料は、以下から成る群より選択されたヒドロキシ
ルポリマーを含む：プルラン、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシエチル
セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシメチルセルロース、アルギン酸
ナトリウム、キサンタンガム、トラガカントガム、グアーガム、アカシアガム、アラビア
ガム、ポリアクリル酸、デキストリン、ペクチン、キチン、コラーゲン、ゼラチン、ゼイ
ン、グルテン、大豆タンパク質、カゼイン、ポリビニルアルコール、カルボキシル化され
たポリビニルアルコール、スルホン酸化されたポリビニルアルコール、デンプン、デンプ
ン誘導体、ヘミセルロース、ヘミセルロース誘導体、タンパク質、キトサン、キトサン誘
導体、ポリエチレングリコール、テトラメチレンエーテルグリコール、ヒドロキシメチル
セルロース、及びこれらの混合物。
【０１４２】
　水溶性材料
　水溶性材料の非限定的な例には、水溶性ポリマーが含まれる。水溶性ポリマーは合成物
であっても又は天然由来であってもよく、かつ化学的に及び／又は物理的に修飾されても
よい。一実施例では、極性溶媒可溶性ポリマーは、少なくとも約１０，０００ｇ／モル、
及び／又は少なくとも約２０，０００ｇ／モル、及び／又は少なくとも４０，０００ｇ／
モル、及び／又は少なくとも８０，０００ｇ／モル、及び／又は少なくとも約１００，０
００ｇ／モル、及び／又は少なくとも１，０００，０００ｇ／モル、及び／又は少なくと
も３，０００，０００ｇ／モル、及び／又は少なくとも１０，０００，０００ｇ／モル、
及び／又は少なくとも２０，０００，０００ｇ／モル、及び／又は約４０，０００，００
０ｇ／モルまでの、及び／又は約３０，０００，０００ｇ／モルまでの重量平均分子量を
呈する。
【０１４３】
　水溶性ポリマーの非限定例としては、水溶性ヒドロキシルポリマー、水溶性熱可塑性ポ
リマー、水溶性生分解性ポリマー、水溶性非生分解性ポリマー、及びこれらの混合物が挙
げられる。一実施例では、水溶性ポリマーはポリビニルアルコールを含む。別の実施例で
は、水溶性ポリマーはデンプンを含む。更に別の実施例では、水溶性ポリマーはポリビニ
ルアルコール及びデンプンを含む。更に別の実施例では、水溶性ポリマーはカルボキシメ
チルセルロースを含む。別の実施例では、ポリマーはカルボキシメチルセルロース及びポ
リビニルアルコールを含んでいる。
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【０１４４】
　ａ．水溶性ヒドロキシルポリマー－本発明に従う水溶性ヒドロキシルポリマーの非限定
的な例としては、ポリオール、例えば、ポリビニルアルコール、ポリビニルアルコール誘
導体、ポリビニルアルコールコポリマー、デンプン、デンプン誘導体、デンプンコポリマ
ー、キトサン、キトサン誘導体、キトサンコポリマー、セルロース誘導体、例えば、セル
ロースエーテル及びエステル誘導体、セルロースコポリマー、ヘミセルロース、ヘミセル
ロース誘導体、ヘミセルロースコポリマー、ゴム、アラビナン、ガラクタン、タンパク質
、カルボキシメチルセルロース及び他の様々な多糖、並びにこれらの混合物が挙げられる
。
【０１４５】
　一実施例では、本発明の水溶性ヒドロキシルポリマーは多糖を含む。
【０１４６】
　本明細書で使用するとき、「多糖」は、天然多糖、及び多糖誘導体、及び／又は修飾多
糖を意味する。好適な水溶性多糖には、デンプン、デンプン誘導体、キトサン、キトサン
誘導体、セルロース誘導体、ヘミセルロース、ヘミセルロース誘導体、ゴム、アラビナン
、ガラクタン、及びこれらの混合物が挙げられるがこれらに限定されない。水溶性多糖は
、約１０，０００ｇ／モル～約４０，０００，０００ｇ／モル、及び／又は１００，００
０ｇ／モルを超えて、及び／又は１，０００，０００ｇ／モルを超えて、及び／又は３，
０００，０００ｇ／モルを超えて、及び／又は約３，０００，０００ｇ／モルを超えて約
４０，０００，０００ｇ／モルまでの重量平均分子量を呈してもよい。
【０１４７】
　水溶性多糖は、非セルロース及び／若しくは非セルロース誘導体、及び／又は非セルロ
ースコポリマー水溶性多糖を含んでもよい。そのような非セルロース水溶性多糖は、以下
から成る群から選択されてもよい：デンプン、デンプン誘導体、キトサン、キトサン誘導
体、ヘミセルロース、ヘミセルロース誘導体、ゴム、アラビナン、ガラクタン、及びこれ
らの混合物。
【０１４８】
　別の実施例では、本発明の水溶性ヒドロキシルポリマーは非熱可塑性ポリマーを含む。
【０１４９】
　水溶性ヒドロキシルポリマーは、約１０，０００ｇ／モル～約４０，０００，０００ｇ
／モル、及び／又は１００，０００ｇ／モルを超えて、及び／又は１，０００，０００ｇ
／モルを超えて、及び／又は３，０００，０００ｇ／モルを超えて、及び／又は約３，０
００，０００ｇ／モルを超えて約４０，０００，０００ｇ／モルまでの重量平均分子量を
呈してもよい。特定の所望の重量平均分子量を有するヒドロキシルポリマーと併せて、よ
り高い分子量及びより低い分子量の水溶性ヒドロキシルポリマーを使用してよい。
【０１５０】
　例えば天然デンプンなどの水溶性ヒドロキシルポリマーの周知の修飾としては、化学修
飾及び／又は酵素修飾が挙げられる。例えば、天然デンプンは、酸希釈、ヒドロキシエチ
ル化、ヒドロキシプロピル化、及び／又は酸化することができる。更に、水溶性ヒドロキ
シルポリマーは、デントコーンデンプンを含んでよい。
【０１５１】
　天然由来のデンプンは一般に、Ｄグルコース単位の線状アミロース及び分枝状アミロペ
クチンポリマーの混合物である。アミロースは実質的に、（１，４）－α－Ｄ結合によっ
て結合されたＤ－グルコースの線状ポリマーである。アミロペクチンは、分枝点において
（１，４）－α－Ｄ結合及び（１，６）－α－Ｄ結合により連結されるＤ－グルコース単
位からなる高度に分枝したポリマーである。天然由来のデンプンは典型的に、比較的高い
濃度のアミロペクチン、例えばコーンスターチ（６４～８０％アミロペクチン）、ワキシ
ートウモロコシ（waxy maize）（９３～１００％アミロペクチン）、米（８３～８４％ア
ミロペクチン）、ジャガイモ（約７８％アミロペクチン）、及び小麦（７３～８３％アミ
ロペクチン）を含有する。全てのデンプンは本明細書において潜在的に有用であるが、最
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も一般的には本発明は農業資源から誘導される高アミロペクチン自然デンプンで実施され
、豊富に供給され、容易に補充可能であり、かつ安価であるという利点が得られる。
【０１５２】
　本明細書で使用するとき、「デンプン」は、任意の天然由来の非修飾デンプン、修飾デ
ンプン、合成デンプン、及びこれらの混合物、並びに、アミロース若しくは又はアミロペ
クチン画分の混合物が挙げられ、デンプンは物理的、化学的、若しくは生物過程、又はこ
れらの組み合わせによって修飾されてもよい。本発明に関して、非修飾又は修飾デンプン
の選択は、所望される最終製品によって決定することができる。本発明の一実施形態にお
いて、本発明に有用なデンプン又はデンプン混合物のアミロペクチン含有量は約２０重量
％～約１００重量％、より典型的には約４０重量％～約９０重量％、更により典型的には
約６０重量％～約８５重量％であり、この量でデンプン又はこれらの混合物が含まれる。
【０１５３】
　好適な天然由来のデンプンとしては：トウモロコシデンプン、ジャガイモデンプン、サ
ツマイモデンプン、小麦デンプン、サゴヤシデンプン、タピオカデンプン、米デンプン、
大豆デンプン、アロールートデンプン、アミオカデンプン（amioca starch）、ワラビデ
ンプン、ハスデンプン、ワキシートウモロコシデンプン、及び高アミローストウモロコシ
デンプンを挙げることができるが、これらに限定されない。天然由来のデンプン、特にト
ウモロコシデンプン及び小麦デンプンは、それらの経済性及び可用性により望ましいもの
である。
【０１５４】
　本明細書のポリビニルアルコールは、その特性を改修正するために他のモノマーにより
グラフトすることができる。広範なモノマーが、ポリビニルアルコールにうまくグラフト
化されてきた。このようなモノマーの非限定例としては、ビニルアセテート、スチレン、
アクリルアミド、アクリル酸、２－ヒドロキシエチルメタクリレート、アクリロニトリル
、１，３－ブタジエン、メチルメタクリレート、メタクリル酸、マレイン酸、イタコン酸
、ビニルスルホン酸ナトリウム、アリルスルホン酸ナトリウム、メチルアリルスルホン酸
ナトリウム、フェニルアリルエーテルスルホン酸ナトリウム、フェニルメタリルエーテル
スルホン酸ナトリウム、２－アクリルアミド－メチルプロパンスルホン酸（ＡＭＰｓ）、
塩化ビニリデン、塩化ビニル、ビニルアミン、及び様々なアクレートエステルが挙げられ
る。
【０１５５】
　一実施例では、水溶性ヒドロキシルポリマーは、ポリビニルアルコール、ヒドロキシメ
チルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、
カルボキシメチルセルロース、及びこれらの混合物からなる群から選択される。好適なポ
リビニルアルコールの非限定例としては、Ｓｅｋｉｓｕｉ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅ
ｍｉｃａｌｓ　Ａｍｅｒｉｃａ，ＬＬＣ（Ｄａｌｌａｓ，ＴＸ）から商標名ＣＥＬＶＯＬ
（登録商標）で市販されているものが挙げられる。好適なポリビニルアルコールの他の非
限定例としては、Ｎｉｐｐｏｎ　Ｇｈｏｓｅｉより市販されているＧ　Ｐｏｌｙｍｅｒが
挙げられる。好適なヒドロキシプロピルメチルセルロースの非限定例にとしては、上記の
ポリビニルアルコールとの組み合わせを含む、Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎ
ｙ（Ｍｉｄｌａｎｄ，ＭＩ）から商標ＭＥＴＨＯＣＥＬ（登録商標）で市販されているも
のが挙げられる。
【０１５６】
　ｂ．水溶性熱可塑性ポリマー－好適な水溶性熱可塑性ポリマーの非限定的な例としては
、熱可塑性デンプン及び／又はデンプン誘導体、ポリ乳酸、ポリヒドロキシアルカノエー
ト、ポリカプロラクトン、ポリエステルアミド、及び特定のポリエステル、並びにこれら
の混合物が挙げられる。
【０１５７】
　本発明の水溶性熱可塑性ポリマーは、親水性又は疎水性であってもよい。水溶性熱可塑
性ポリマーは、熱可塑性ポリマー固有の親水性若しくは疎水性特性を変更するために、表



(24) JP 6673831 B2 2020.3.25

10

20

30

40

50

面処理及び／又は内部で処理されてもよい。
【０１５８】
　水溶性熱可塑性ポリマーは、生分解性ポリマーを含んでもよい。
【０１５９】
　熱可塑性ポリマーのために任意の好適な重量平均分子量が使用されてもよい。例えば、
本発明に従う熱可塑性ポリマーの重量平均分子量は、約１０，０００ｇ／モル超、及び／
又は約４０，０００ｇ／モル超、及び／又は約５０，０００ｇ／モル超、及び／又は約５
００，０００ｇ／モル未満、及び／又は約４００，０００ｇ／モル未満、及び／又は約２
００，０００ｇ／モル未満である。
【０１６０】
　活性剤
　活性剤は、例えば、繊維要素及び／若しくは粒子並びに繊維壁材の外部の環境に利益を
もたらすなど、繊維要素及び／若しくは粒子並びに繊維壁材それ自体以外の何かに利益を
もたらすように設計、意図される添加剤の部類である。活性剤は、繊維要素の意図された
使用状況下で、意図された効果を作り出す任意の好適な添加剤であってもよい。例えば、
活性剤は、パーソナルクレンジング及び／又はコンディショニング剤、例えばヘアケア剤
、例えばシャンプー剤及び／又は毛髪染料剤、ヘアコンディショニング剤、スキンケア剤
、日焼け止め剤、及び皮膚コンディショニング剤、ランドリーケア及び／又はコンディシ
ョニング剤、例えば布地ケア剤、布地コンディショニング剤、布地柔軟剤、布地防しわ剤
、布地ケア帯電防止剤、布地ケア染み除去剤、汚れ剥離剤、分散剤、抑泡剤、起泡剤、消
泡剤及び布地リフレッシュ剤、液体及び／又は粉末食器洗浄剤（手洗い用の食器洗浄及び
／又は自動食器洗浄器用途）、硬質表面ケア剤及び／又はコンディショニング剤、及び／
又は研磨剤、他の洗浄及び／又はコンディショニング剤、例えば抗菌剤、抗生剤、抗真菌
剤、布の色相剤、香料、漂白剤（例えば酸素漂白剤、過酸化水素、過炭酸塩漂白剤、過ホ
ウ酸塩漂白剤、塩素漂白剤）、漂白活性剤、キレート剤、ビルダー、ローション、増白剤
、空気ケア剤、カーペットケア剤、移染防止剤、粘土土壌除去剤、抗再堆積剤、高分子防
汚剤、高分子分散剤、アルコキシル化ポリアミンポリマー、アルコキシル化ポリカルボキ
シレートポリマー、両親媒性グラフト共重合体、溶解助剤、緩衝系、軟水化剤、硬水化剤
、ｐＨ調整剤、酵素、凝集剤、発泡剤、防腐剤、化粧剤、化粧除去剤、気泡剤、付着助剤
、コアセルベート形成材、粘土、増粘剤、ラテックス、シリカ、乾燥剤、臭気防止剤、制
汗剤、冷却剤、加温剤、吸収ゲル剤、消炎剤、染料、顔料、酸及び塩基、液体トリートメ
ント活性剤、農業用活性剤、産業活性剤、摂取可能な活性剤、例えば薬剤、歯ホワイトニ
ング剤、歯ケア剤、マウスウォッシュ剤、歯周歯茎ケア剤、可食剤、食用剤、ビタミン、
ミネラル、水処理剤、例えば水浄化及び／又は水消毒剤、並びにこれらの混合物からなる
群から選択されてもよい。
【０１６１】
　好適な化粧剤、スキンケア剤、スキンコンディショニング剤、ヘアケア剤、及びヘアコ
ンディショニング剤の非限定例は、「ＣＴＦＡ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃ　Ｉｎｇｒｅｄｉｅｎ
ｔ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ」（Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ，Ｔｈｅ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃ，
Ｔｏｉｌｅｔｒｉｅｓ，ａｎｄ　Ｆｒａｇｒａｎｃｅ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ，Ｉｎｃ
．１９８８，１９９２）に記載されている。
【０１６２】
　１つ以上の部類の化学物質は、上記に列挙された１つ以上の活性剤に有用であり得る。
例えば、界面活性剤は上記の任意の数の活性剤に有用であり得る。同様に、漂白剤は、布
地ケア、硬質表面洗浄、食器洗浄用、及び更には歯のホワイトニングで使用され得る。し
たがって、当業者は、活性剤が繊維要素及び／若しくは粒子、並びに／又はそれから製造
される繊維壁材に所望される目的用途に基づいて選択されることを理解するであろう。
【０１６３】
　例えば、本発明の繊維要素及び／若しくは粒子、並びに／又はそれから作製される繊維
壁材は、ヘアケア及び／又はそれらのコンディショニングに使用される場合、繊維要素及
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び／若しくは粒子、並びに／又は繊維要素及び／若しくは粒子を組み込む繊維壁材が目的
用途の条件に曝されたときに、所望の利益を消費者にもたらすように、１つ以上の界面活
性剤、例えば発泡性界面活性剤を選択することができる。
【０１６４】
　一実施例では、本発明の繊維要素及び／若しくは粒子、並びに／又はそれから作製され
る繊維壁材は、洗濯操作において衣類の洗濯に使用されるように設計され又は意図される
場合、繊維要素及び／若しくは粒子、並びに／又はこの繊維要素及び／若しくは粒子を組
み込む繊維壁材が意図された使用条件に曝されたときに、所望の利益を消費者に提供する
ように、１つ以上の好適な界面活性剤、及び／又は酵素、及び／又はビルダー、及び／又
は香料、及び／又は抑泡剤、及び／又は漂白剤を選択することができる。他の実施例では
、繊維要素及び／若しくは粒子、並びに／又はそれから製造される繊維壁材は、洗濯操作
における布地の洗濯及び／又は食器洗浄操作における皿の洗浄において使用されるように
設計されている場合、繊維要素及び／若しくは粒子、並びに／又は繊維壁材は、洗濯洗剤
組成物又は食器洗浄洗剤組成物又はそのような組成物中で使用される活性剤を含んでもよ
い。更に他の実施例では、繊維要素及び／若しくは粒子、並びに／又はそれから製造され
る繊維壁材が、便器の洗浄及び／又は消毒において使用されるように設計されている場合
、繊維要素及び／若しくは粒子、並びに／又はそれから製造される繊維壁材は、便器洗剤
用組成物又は発泡性組成物及び／又はそのような組成物中で使用される活性剤を含んでも
よい。
【０１６５】
　一実施例では、活性剤は、以下からなる群から選択される：界面活性剤、漂白剤、酵素
、抑泡剤、泡増量剤、布地用柔軟剤、義歯洗浄剤、毛髪洗浄剤、ヘアケア剤、パーソナル
ヘルスケア剤、色相剤、及びこれらの組み合わせ。
【０１６６】
　一実施例では、本発明のパウチは、その内容積内に、少なくとも５ｇ、及び／又は少な
くとも１０ｇ、及び／又は少なくとも１５ｇの活性剤を含む。
【０１６７】
　別の実施例では、本発明のパウチは、漂白剤、クエン酸、及び香料を含む。
【０１６８】
　活性剤の放出
　１つ以上の活性剤が、繊維要素及び／若しくは粒子並びに／又は繊維壁材が、トリガー
条件に曝露されたときに、繊維要素及び／若しくは粒子並びに／又は繊維壁材から放出さ
れてもよい。一実施例では、１つ以上の活性剤が、繊維要素及び／若しくは粒子並びに／
又は繊維壁材若しくはその一部が、その同一性を失ったときに、換言すればその物理的構
造を失ったときに、繊維要素及び／若しくは粒子並びに／又は繊維壁材から放出されても
よい。例えば、繊維要素及び／若しくは粒子、並びに／又は繊維壁材若しくはその一部は
、フィラメント形成材料が溶解した、溶融した、又はその構造が失われるような変形工程
を経たときに、その物理的構造を失う。一実施例では、１つ以上の活性剤が、繊維要素及
び／若しくは粒子の形態並びに／又は繊維壁材の形態が、変化するときに、繊維要素及び
／若しくは粒子並びに／又は繊維壁材から放出されてもよい。
【０１６９】
　他の実施例では、１つ以上の活性剤が、繊維要素及び／若しくは粒子並びに／又は繊維
壁材若しくはその一部が、その同一性を変化させたときに、換言すればその物理的構造を
失ったというよりもむしろ変化させたときに、繊維要素及び／若しくは粒子並びに／又は
繊維壁材から放出されてもよい。例えば、繊維要素及び／若しくは粒子並びに／又は繊維
壁材は、フィラメント形成材料が膨張したとき、収縮したとき、延びたとき、及び／又は
短くなったときに、その物理的構造を変えるが、そのフィラメント形成特性は保持する。
【０１７０】
　他の実施例では、１つ以上の活性剤が、その形態を変えることなく（その物理的構造を
失わせることなく、又はこれを変えることなく）、繊維要素及び／若しくは粒子並びに／
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又は繊維壁材から放出されてもよい。
【０１７１】
　一実施例では、活性剤の放出に至るトリガー条件（繊維要素及び／若しくは粒子並びに
／又は繊維壁材に上記の同一性の喪失又は変化を引き起こさせるなど）に曝露した繊維要
素及び／若しくは粒子並びに／又は繊維壁材次第で、繊維要素及び／若しくは粒子並びに
／又は繊維壁材が、活性剤を放出してもよい。トリガー条件の非限定的な例としては、繊
維要素及び／若しくは粒子並びに／又は繊維壁材を、溶媒、極性溶媒（アルコール及び／
若しくは水）、並びに／又は非極性溶媒に曝露（フィラメント形成材料が、極性溶媒可溶
性材料及び／若しくは非極性溶媒可溶性材料を含むかどうかによって逐次的であってもよ
い）させること、繊維要素及び／若しくは粒子並びに／又は繊維壁材を、熱（２４℃（７
５°Ｆ）超、及び／又は３８℃（１００°Ｆ）超、及び／又は６６℃（１５０°Ｆ）超、
及び／又は９３℃（２００°Ｆ）超、及び／又は１００℃（２１２°Ｆ）超の温度など）
に曝露させること、繊維要素及び／若しくは粒子並びに／又は繊維壁材を、低温（４℃（
４０°Ｆ）未満、及び／又は０℃（３２°Ｆ）未満、及び／又は－１８℃（０°Ｆ）未満
の温度など）に曝露させること、繊維要素及び／若しくは粒子並びに／又は繊維壁材を、
力（繊維要素及び／若しくは粒子並びに／又は繊維壁材を用いて、消費者が加える伸縮力
など）に曝露させること、並びに／又は、繊維要素及び／若しくは粒子並びに／又は繊維
壁材を化学反応に曝露させること、繊維要素及び／若しくは粒子並びに／又は繊維壁材を
相変化を引き起こす条件に曝露させること、繊維要素及び／若しくは粒子並びに／又は繊
維壁材をｐＨ変化及び／若しくは圧力変化及び／若しくは温度変化に曝露させること、繊
維要素及び／若しくは粒子並びに／又は繊維壁材を、繊維要素及び／若しくは粒子並びに
／又は繊維壁材が１つ以上の活性剤を放出するという結果を引き起こす１つ以上の化学物
質に曝露させること、繊維要素及び／若しくは粒子並びに／又は繊維壁材を超音波に曝露
させること、繊維要素及び／若しくは粒子並びに／又は繊維壁材を光及び／若しくは特定
の波長に曝露させること、繊維要素及び／若しくは粒子並びに／又は繊維壁材を異なるイ
オン強度に曝露させること、並びに／又は、繊維要素及び／若しくは粒子並びに／又は繊
維壁材を、他の繊維要素及び／若しくは粒子並びに／又は他の繊維壁材より放出された活
性剤に曝露させることなどが挙げられる。
【０１７２】
　一実施例では、１つ以上の活性剤が、繊維要素及び／若しくは粒子を含む繊維壁材が、
以下からなる群より選択されるトリガー工程に曝されるとき、本発明の繊維要素及び／若
しくは粒子並びに／又は繊維壁材から放出されてもよい。：繊維壁材を伴う布地物品上で
の染色の前処理工程、繊維壁材を水と接触させることにより洗浄液を形成する工程、繊維
壁材を乾燥器中で回転（乾燥）させる工程、繊維壁材を乾燥器中で加熱する工程、及びこ
れらの組み合わせ。
【０１７３】
　フィラメント形成組成物
　本発明の繊維要素はフィラメント形成組成物から製造される。フィラメント形成組成物
は極性溶媒系組成物である。一実施例では、フィラメント形成組成物は、１つ以上のフィ
ラメント形成材料及び１つ以上の活性剤を含む水溶性組成物である。
【０１７４】
　本発明のフィラメント形成組成物は、本明細書に記載の剪断粘度試験方法に従って測定
した場合に、３，０００秒-1の剪断速度及び処理温度（５０℃～１００℃）において、約
１パスカル×秒～約２５パスカル×秒、及び／又は約２パスカル×秒～約２０パスカル×
秒、及び／又は約３パスカル×秒～約１０パスカル×秒の剪断粘度を有してもよい。
【０１７５】
　フィラメント形成組成物は、フィラメント形成組成物から繊維要素を製造する際に、約
５０℃～約１００℃、及び／又は約６５℃～約９５℃、及び／又は約７０℃～約９０℃の
温度で処理してもよい。
【０１７６】
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　一実施例では、フィラメント形成組成物は、少なくとも２０重量％、及び／又は少なく
とも３０重量％、及び／又は少なくとも４０重量％、及び／又は少なくとも４５重量％、
及び／又は少なくとも５０重量％～約９０重量％まで、及び／又は約８５重量％まで、及
び／又は約８０重量％まで、及び／又は約７５重量％までの１つ以上のフィラメント形成
材料、１つ以上の活性剤、及びこれらの混合物を含み得る。フィラメント形成組成物は、
約１０重量％～約８０％の極性溶媒、例えば水を含んでもよい。
【０１７７】
　一実施例では、フィラメント形成組成物の不揮発性成分が、フィラメント形成組成物の
総重量基準の重量で、約２０％から、及び／又は約３０％から、及び／又は４０％から、
及び／又は４５％から、及び／又は５０％から約７５％までの、及び／又は８０％までの
及び／又は８５％までの、及び／又は９０％までを構成してもよい。不揮発性成分は、主
鎖ポリマー、活性剤、及びこれらの組み合わせなど、フィラメント形成組成物から構成さ
れてもよい。フィラメント形成組成物の不揮発性成分が、残りのパーセンテージ、及びフ
ィラメント形成組成物の総重量基準の重量で１０％～８０％の範囲を含んでいる可能性が
ある。
【０１７８】
　繊維要素の紡糸プロセスでは、繊維要素は紡糸用ダイを出るときに初期安定性を有する
必要がある。毛管数は、この初期安定性基準を特徴付けるために使用される。ダイ条件に
おいて、毛管数は、少なくとも１、及び／又は少なくとも３、及び／又は少なくとも４、
及び／又は少なくとも５であるべきである。
【０１７９】
　一実施例では、フィラメント形成組成物は、フィラメント形成組成物が繊維要素に有効
にポリマー加工され得るように、少なくとも１から約５０まで、及び／又は少なくとも３
から約５０まで、及び／又は少なくとも５から約３０までの毛管数を呈する。
【０１８０】
　本明細書で使用するとき、「ポリマー加工」は、フィラメント形成組成物から、加工さ
れたフィラメント形成材料を含む繊維要素が形成される、任意の紡糸操作及び／又は紡糸
プロセスを意味する。紡糸操作及び／又は紡糸プロセスは、スパンボンド、メルトブロー
ン、エレクトロスピニング、回転紡績、連続フィラメント製作、及び／又はトウ繊維製作
操作及び／又はプロセスを含んでよい。本明細書で使用される時、「処理されたフィラメ
ント形成材料」は、溶融処理作業、及びその後のポリマー処理作業を受け、結果として繊
維要素となった、任意のフィラメント形成材料を意味する。
【０１８１】
　毛管数は、この液滴の破断の可能性を特徴付けるために使用される無次元数である。大
きい毛管数は、ダイを出る際の流体安定性がより大きいことを示す。毛管数は以下のよう
に定義される。
【０１８２】
【数１】

　Ｖは、ダイ出口での流体粘度であり（時間当たりの長さの単位）、
　ηは、ダイの条件下での流体粘度（長さ×時間当たりの質量の単位）であり、
　σは流体の表面張力（時間の2乗当たりの質量の単位）である。速度、粘度及び表面張
力が一連の一貫した単位で表されるとき、結果として得られる毛管数はそれ自身の単位を
持たず、個々の単位は相殺される。
【０１８３】
　毛管数はダイの出口での状態に対して定義される。流体速度は、ダイ開口部を通過する
流体の平均速度である。平均速度は以下のように定義される。
【０１８４】
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【数２】

　Ｖｏｌ'＝体積流量（時間当たりの長さの3乗の単位）であり、
　面積＝ダイ出口の断面積（長さの2乗の単位）である。
【０１８５】
　ダイ開口部が円形の穴である場合には、流体速度は以下のように定義することができる
：
【０１８６】

【数３】

　Ｒは円形の穴の半径（長さの単位）である。
【０１８７】
　流体粘度は温度に依存し、及び剪断速度に依存する場合がある。ずり減粘流体の定義は
、剪断速度への依存を包含する。表面張力は、流体の構成及び流体の温度に依存する。
【０１８８】
　一実施例では、フィラメント形成組成物は、１つ以上の剥離剤及び／又は潤滑剤を含み
得る。好適な剥離剤及び／又は潤滑剤の非限定的な例には、脂肪酸、脂肪酸塩、脂肪族ア
ルコール、脂肪族エステル、スルホン化脂肪酸エステル、脂肪酸アミンアセテート、及び
脂肪酸アミド、シリコーン、アミノシリコーン、フルオロポリマー、及びこれらの混合物
が挙げられる。
【０１８９】
　一実施例では、フィラメント形成組成物は、１つ以上のブロッキング防止剤及び／又は
粘着性除去剤を含み得る。好適なブロッキング防止剤及び／又は粘着性除去剤の非限定例
としては、デンプン、加工デンプン、架橋ポリビニルピロリドン、架橋セルロース、微結
晶セルロース、シリカ、金属酸化物、炭酸カルシウム、タルク及び雲母が挙げられる。
【０１９０】
　本発明の活性剤は、繊維要素形成前に及び／又は繊維要素形成中にフィラメント形成組
成物に添加してもよく、並びに／又は繊維要素形成後に繊維要素に添加してもよい。例え
ば、香料活性剤は、本発明によって繊維要素及び／又は繊維要素を含む繊維壁材が形成さ
れた後に、繊維要素及び／又は繊維壁材に添加されてもよい。他の実施例では、酵素活性
剤は、本発明によって繊維要素及び／又は繊維要素を含む繊維壁材が形成された後に、繊
維要素及び／又は繊維壁材に添加されてもよい。更に他の実施例では、（繊維要素を作製
する紡糸プロセスを通過するのに適していなくともよい）１つ以上の粒子は、本発明によ
って繊維要素及び／又は繊維要素を含む繊維壁材が形成された後に、繊維要素及び／又は
繊維壁材に添加されてもよい。
【０１９１】
　伸長助剤
　一実施例では、繊維要素は伸張助剤を含む。伸長助剤の非限定例としては、ポリマー、
他の伸長助剤、及びこれらの組み合わせが挙げられる。
【０１９２】
　一実施例では、伸長助剤は、少なくとも約５００，０００Ｄａの重量平均分子量を有す
る。他の実施例では、伸長助剤の重量平均分子量は、約５００，０００～約２５，０００
，０００、他の実施例では、約８００，０００～約２２，０００，０００、他の実施例で
は約１，０００，０００～約２０，０００，０００、及び他の実施例では、約２，０００
，０００～約１５，０００，０００である。高分子量の伸長助剤は、伸長融解粘度を増加
させ、かつ融解破壊を低減する能力のために、本発明のいくつかの実施例において特に適
している。
【０１９３】



(29) JP 6673831 B2 2020.3.25

10

20

30

40

50

　伸長助剤は、メルトブロープロセスにおいて使用する場合、比較的一貫した直径を有す
る実質的に連続的な繊維が溶融紡糸されるように、紡糸プロセス中の繊維の融解破壊と毛
管破壊を明らかに低減させるのに効果的である量で本発明の組成物に添加する。繊維要素
及び／又は粒子を製造するのに採用されるプロセスにかかわらず、伸長助剤は、使用され
る場合、一実施例では乾燥繊維要素基準及び／若しくは乾燥粒子基準並びに／又は乾燥繊
維壁材基準の重量により約０．００１重量％～約１０重量％、別の実施例では乾燥繊維要
素基準及び／若しくは乾燥粒子基準並びに／又は乾燥繊維壁材基準の重量により約０．０
０５重量％～約５重量％、更に別の実施例では乾燥繊維要素基準及び／若しくは乾燥粒子
基準並びに／又は乾燥繊維壁材基準の重量により約０．０１重量％～約１重量％、別の実
施例では乾燥繊維要素基準及び／若しくは乾燥粒子基準並びに／又は乾燥繊維壁材基準の
重量により約０．０５重量％～約０．５重量％で存在させることができる。
【０１９４】
　伸長助剤として使用することができるポリマーの非限定例としては、アルギン酸塩、カ
ラギーナン、ペクチン、キチン、グアーガム、キサンタンガム、アガー、アラビアゴム、
カラヤゴム、トラガカントガム、イナゴマメゴム、アルキルセルロース、ヒドロキシアル
キルセルロース、アルカルボキシアルキルセルロース、及びこれらの混合物が挙げられる
。
【０１９５】
　他の伸長助剤の非限定例としては、修飾又は非修飾のポリアクリルアミド、ポリアクリ
ル酸、ポリメタクリル酸、ポリビニルアルコール、ポリビニルアセテート、ポリビニルピ
ロリドン、ポリエチレン酢酸ビニル、ポリエチレンイミン、ポリアミド、ポリアルキレン
オキシド（ポリエチレンオキシド、ポリプロピレンオキシド、ポリエチレンプロピレンオ
キシドを含む）、及びこれらの混合物が挙げられる。
【０１９６】
　繊維壁剤を作製する方法
　本発明の繊維要素は、あらゆる好適なプロセスによって製造することができる。繊維要
素を作製するための好適なプロセスの非限定的な例は以下に記載される。
【０１９７】
　一実施例では、図９及び図１０で示すように、本発明に従う繊維要素３２（例えば、フ
ィラメント）を製造する方法３０は、以下の工程：
　ａ．１つ以上のフィラメント形成材料と、随意に１つ以上の活性剤と、を含むフィラメ
ント形成組成物３４（タンク３６からのものなど）を供給する工程、及び
　ｂ．フィラメント形成組成物３４を、（紡糸用ダイ３８を経由したものなどを介して）
１つ以上の繊維要素３２（１つ以上のフィラメント形成材料及び随意に１つ以上の活性剤
を含むフィラメントなど）に紡糸し、パターン付きベルトなどの収集装置（図示されてい
ない）上で、例えば繊維壁材が形成されるなどの相互に絡まる方法で、繊維要素３２を回
収する工程を含む。
【０１９８】
　フィラメント形成組成物は、ポンプ４２を用いて又は用いずに、タンク３６と紡糸用ダ
イ３８の間を、好適なパイプ４０を経由して輸送することが可能である。
【０１９９】
　繊維要素３２中に存在する１つ以上のフィラメント形成材料の合計濃度は、活性剤がそ
の内部に存在する場合、乾燥繊維要素基準及び／又は乾燥繊維壁材基準の重量で、８０重
量％未満、及び／又は７０重量％未満、及び／又は６５重量％未満、及び／又は５０重量
％以下であってもよく、１つ以上の活性剤の合計濃度は、繊維要素中に存在する場合、乾
燥繊維要素基準及び／又は乾燥繊維壁材基準の重量で、２０重量％超、及び／又は３５重
量％超、及び／又は５０重量％以上、及び／又は６５重量％以上、及び／又は８０重量％
以上、であってもよい。
【０２００】
　図１０で示すように、紡糸ダイ３８は、繊維要素形成穴４４を出る時にその中を流体（
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空気など）が通過して、フィラメント形成組成物３４の繊維要素３２中への細長化を容易
にする同心の細長化流体用穴４８に囲まれた溶解した毛管４６を含む複数の繊維要素形成
穴４４を含んでもよい。
【０２０１】
　一実施例では、フィラメント形成組成物３４に含まれる任意の揮発性溶媒（例えば水）
は、紡糸工程中に、繊維要素３２が形成される際に、例えば乾燥によって除去される。一
実施例では、フィラメント形成組成物の揮発性溶媒（例えば水）のうち、３０重量％超、
及び／又は４０重量％超、及び／又は５０重量％超は、紡糸工程中に、例えば製造する繊
維要素を乾燥させることによって除去される。
【０２０２】
　フィラメント形成組成物から作製される繊維要素が、繊維要素中に、乾燥繊維要素基準
及び／若しくは乾燥粒子基準、並びに／又は乾燥繊維壁材基準の重量により、約５重量％
から５０重量％以下の合計濃度のフィラメント形成組成物と、繊維要素中に、乾燥繊維要
素基準及び／若しくは乾燥粒子基準、並びに／又は乾燥繊維壁材基準の重量により、５０
重量％から約９５重量％までの合計濃度の活性剤と、を含む限り、フィラメント形成組成
物には、任意の好適な合計濃度のフィラメント形成組成物と、任意の好適な濃度の活性剤
と、を含有させることができる。
【０２０３】
　一実施例では、フィラメント形成組成物から作製される繊維要素は、繊維要素及び／又
は粒子中に、乾燥繊維要素基準及び／若しくは乾燥粒子基準、並びに／又は乾燥繊維壁材
基準の重量により、約５重量％から５０重量％以下の合計濃度のフィラメント形成組成物
と、繊維要素及び／又は粒子中に、乾燥繊維要素基準及び／若しくは乾燥粒子基準、並び
に／又は乾燥繊維壁材基準の重量により、５０重量％から約９５重量％までの合計濃度の
活性剤と、を含む限り、フィラメント形成組成物には、任意の好適な合計濃度のフィラメ
ント形成組成物と、任意の好適な濃度の活性剤と、を含有させることができ、フィラメン
ト形成材料と合計の活性剤濃度の比は１以下である。
【０２０４】
　一実施例では、フィラメント形成組成物は、フィラメント形成組成物の約１重量％から
、及び／又は約５重量％から、及び／又は約１０重量％から約５０重量％まで、及び／又
は約４０重量％までの、及び／又は約３０重量％までの、及び／又は約２０重量％までの
フィラメント形成材料と、フィラメント形成組成物の約１重量％から、及び／又は約５重
量％から、及び／又は約１０重量％から約５０重量％まで、及び／又は約４０重量％まで
、及び／又は約３０重量％まで、及び／又は約２０重量％までの活性剤と、フィラメント
形成組成物の約２０重量％から、及び／又は約２５重量％から、及び／又は約３０重量％
から、及び／又は約４０重量％から、及び／又は約８０重量％までの、及び／又は約７０
重量％までの、及び／又は約６０重量％までの、及び／又は約５０重量％までの揮発性溶
媒（例えば水）とを含む。フィラメント形成組成物は、少量の他の活性剤を含んでもよく
、例えばフィラメント形成組成物の１０重量％未満、及び／又は５重量％未満、及び／又
は３重量％未満、及び／又は１重量％未満の可塑剤、ｐＨ調整剤、及び他の活性剤を含ん
でもよい。
【０２０５】
　フィラメント形成組成物は、任意の好適な紡糸プロセス（メルトブロー、スパンボンデ
ィング、エレクトロスピニング及び／又は回転紡績など）によって、１つ以上の繊維要素
及び／又は粒子に紡糸される。一実施例では、フィラメント形成組成物はメルトブローに
よって複数の繊維要素及び／又は粒子に紡糸される。例えば、フィラメント形成組成物は
タンクからメルトブロー紡糸口金（spinnerette）にポンプ移送され得る。紡糸口金内の
１つ以上のフィラメント形成穴を出ると、フィラメント形成組成物は空気によって細径化
され、１つ以上の繊維要素及び／又は粒子を形成する。次いで繊維要素及び／又は粒子を
、乾燥させ、紡糸のため、例えば水などの残留している任意の溶媒を除去することが可能
である。
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【０２０６】
　本発明の繊維要素及び／又は粒子を、ベルト（例えばパターン化されたベルト）上に収
集して、繊維要素及び／又は粒子を含む繊維壁材を形成してもよい。
【０２０７】
　繊維壁剤の作製法の非限定的な例
　本発明の繊維壁材の一実施例は、図９及び図１０で示されるように作製されてもよい。
バッチ操作に好適な加圧されたタンク３６は、紡糸用に好適なフィラメント形成組成物３
４で満たされる。Ｐａｒｋｅｒ　Ｈａｎｎｉｆｉｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｓａｎｆ
ｏｒｄ，Ｎ．Ｃ．，ＵＳＡ）のＺｅｎｉｔｈポンプ部門により製造され、１回転当たり５
．０立方センチメートル（ｃｃ／ｒｅｖ）の容量を有するＺｅｎｉｔｈ（登録商標）ＰＥ
Ｐ　ＩＩなどのポンプ４２が、フィラメント形成組成物の紡糸用ダイ３８への輸送を容易
にするために、使用可能である。加圧タンク３６から紡糸ダイ３８へのフィラメント形成
組成物３４の流量は、ポンプ４２の１分当たりの回転数（ｒｐｍ）を調節することによっ
て制御されてもよい。パイプ４０は、加圧タンク３６、ポンプ４２、及び紡糸ダイ３８を
接続させるために使用される。
【０２０８】
　図１０で示される紡糸ダイ３８は、約１．５２４ミリメートル（約０．０６０インチ）
のピッチＰだけ互いに離間された円形押し出しノズル（繊維要素形成穴４４）のいくつか
の列を有する。ノズルは、約０．３０５ミリメートル（約０．０１２インチ）の個々の内
径、及び約０．８１３ミリメートル（約０．０３２インチ）の個々の外径を有する。各個
々のノズルは、細径化空気を各個々の溶解した毛管４６に供給するために、環状かつ末広
のフレア状オリフィス（同心の細長化流体用穴４８）によって囲まれている。ノズルを通
して押し出されているフィラメント形成組成物３４は、オリフィスを通して供給されるほ
ぼ円筒形の湿った空気の流れにより囲まれ細径化される。
【０２０９】
　細径化空気は、供給源からの圧縮空気を電気抵抗加熱器、例えば、Ｅｍｅｒｓｏｎ　Ｅ
ｌｅｃｔｒｉｃ（Ｐｉｔｔｓｂｕｒｇｈ，Ｐａ．，ＵＳＡ）のＣｈｒｏｍａｌｏｘ部門に
より製造された加熱器によって加熱することにより供給可能である。適切な量が、電気的
に加熱されサーモスタット制御される送出パイプ中の条件下で、加熱された空気を飽和又
はほとんど飽和するために添加された。凝縮水は、電気的に加熱されサーモスタット制御
される分離器中で除去された。
【０２１０】
　初期繊維要素は、乾燥空気流により乾燥されるが、この乾燥空気流は、電気抵抗加熱器
（図示せず）により約１４９℃（約３００°Ｆ）から約３１５℃（約６００°Ｆ）までの
温度を有し、乾燥ノズルを通して供給され、回転される非熱可塑性の初期繊維要素の全体
的な向きに対して、約９０°の角度に放出される。乾燥した初期繊維要素は、収集装置（
例えば、小孔のある可動ベルト又はパターン化された収集ベルトなど）上で回収される。
形成ゾーンの真下に真空源を追加して、繊維要素の回収を補助するために使用してもよい
。繊維要素の紡糸及び回収により、相互に絡まった繊維要素（例えば、フィラメント）を
含む繊維構造体を産生する。この繊維構造体は、本発明のパウチ用のパウチ壁材として使
用可能である。
【０２１１】
　パウチを作製する方法
　本発明のパウチは、本発明の繊維壁材（例えば、水溶性繊維壁材）が、パウチの少なく
とも一部を形成するために使用される限りにおいて、当該技術分野において既知である任
意の好適なプロセスを使用して製造され得る。
【０２１２】
　一実施例では、本発明のパウチは、当該技術分野において既知の任意の好適な装置及び
方法を使用して製造され得る。例えば、単区画パウチは、一般に当該技術分野において既
知の、垂直及び／又は水平成形充填技術を使用して製造され得る。水溶性パウチ作製用の
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好適なプロセスの非限定的な例が、フィルム壁材を用いたものではあるが、欧州特許第１
５０４９９４号、欧州特許第２２５８８２０号、及びＷＯ０２／４０３５１（これらは全
てＴｈｅ　Ｐｒｏｃｔｅｒ　＆　Ｇａｍｂｌｅ　Ｃｏｍｐａｎｙに与えられたもの）、（
これらは参考として本明細書に組み込まれる）に記載されている。
【０２１３】
　他の実施例では、本発明のパウチを準備するプロセスは、一連の成形型中の繊維壁材か
らパウチを形成する工程を含んでもよく、成形型は連結式に配置される。「形成すること
によって」とは、典型的に繊維壁材を、例えば、真空を用いて型に引き込むなどして、成
形型上及び成形型内に置くことで、繊維壁材を成形型の内壁にぴったり重ねることを意味
する。これは一般的に真空成形として知られている。他の方法としては、繊維壁材を成形
型の形状にするための熱成形がある。
【０２１４】
　熱成形は、典型的には、熱を加えて成形型の中で開いたパウチを形成する工程を含み、
これによりパウチを作製するために使用される繊維壁材を成形型の形状にすることができ
る。
【０２１５】
　真空成形は、典型的には、成形型上で（部分的）真空（減圧）を使用する工程を含み、
これにより繊維壁材を成形型内に引き込み、確実に繊維壁材を成形型の形状にする。パウ
チ形成プロセスは、繊維壁材を最初に加熱し、その後、減圧（例えば（部分）真空）を適
用することで実施してもよい。
【０２１６】
　繊維壁材は、典型的に任意の密封手段で密封される。例えば、熱密封、湿式密封、又は
圧力密封による。一実施例では、密封源を、繊維壁材に接触させ、熱又は温度を繊維壁材
に適用し、繊維壁材が密封される。密封源は、例えば金属、プラスチック、又は木製の物
体などの固体の物体であってもよい。密封プロセス中に、繊維壁材に熱を加える場合、か
かる密封源は、典型的に約４０℃～約２００℃の温度に加熱される。密封プロセス中に、
繊維壁材に圧力を加える場合、典型的に約１×１０4Ｎｍ-2～約１×１０6Ｎｍ-2の圧力を
、密封源が繊維壁材に対して適用する。
【０２１７】
　他の実施例では、同じ繊維壁材料片が折りたたまれ、密封されて、パウチを形成しても
よい。典型的に、１つ以上の繊維壁材料片が、プロセスで使用される。例えば、第１の繊
維壁材料片を、真空を用いて型に引き込んで、繊維壁材を成形型の内壁にぴったり重ねて
もよい。第２の繊維壁材料片を、第１の繊維壁材料片と少なくとも部分的に重なり合うよ
うに、及び／又は完全に重なり合うように位置決めしてもよい。第一繊維壁材料片と第二
繊維壁材料片とを合わせて密封する。第一繊維壁材料片と第二繊維壁材料片は、同一であ
っても又は異なってもよい。
【０２１８】
　本発明のパウチの他の作製例では、第１の繊維壁材料片を、真空を用いて型に引き込ん
で、繊維壁材を成形型の内壁にぴったり重ねてもよい。組成物（１つ以上の活性剤及び／
又は洗剤組成物など）が、例えば成形型中の開口パウチに注がれるなどして、添加されて
もよく、第２の繊維壁材料片は、活性剤及び／又は洗剤組成物の上に置かれても、第１の
繊維壁材料片と接触して置かれてもよく、第１の繊維壁材料片及び第２の繊維壁材料片は
合わせて密封されて、典型的にその内容積並びに内容積中の活性剤及び／若しくは組成物
を、少なくとも部分的に及び／若しくは完全に取り囲むようにパウチを形成する。
【０２１９】
　他の実施例では、パウチ作製プロセスを、１つ以上の区画（典型的に多区画パウチとし
て知られている）に分割された内容積を有するパウチを作製するために使用してもよい。
多区画パウチプロセスにおいて、繊維壁材は少なくとも２度折りたたまれるか、又は少な
くとも３つのパウチ壁材料片（少なくとも、その１つは繊維パウチ壁材、例えば水溶性繊
維パウチ壁材）が使用されるか、若しくは少なくとも２つのパウチ壁材料片（少なくとも
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、その１つは繊維パウチ壁材、例えば水溶性繊維パウチ壁材）が使用され、少なくとも１
つのパウチ壁材料片が少なくとも１度折りたたまれている。もし存在するならば第３のパ
ウチ壁材料片、又はもし存在するならば折り曲げられたパウチ壁材料片は、パウチを密封
したときに、かかるパウチの内容積を少なくとも２つの区画に分割するバリア層を形成す
る。
【０２２０】
　他の実施例では、多区画パウチ作製プロセスには、第１の繊維壁材料片を一連の成形型
に合わせることが含まれ、例えば、第１の繊維壁材料片は、真空を用いて型に引き込んで
、パウチ壁材を成形型の内壁にぴったり重ねてもよい。活性剤は、典型的に、成形型中の
第１の繊維壁材料片により形成された開いたパウチに注がれる。パウチ壁材で作製された
事前に密封した区画を、組成物を含有する成形型上に置いてもよい。これらの事前に密封
した区画及びかかる第１の繊維壁材料片は、多区画パウチ（例えば、二重区画パウチ）を
形成するために、合わせて密封されてもよい。
【０２２１】
　本発明のプロセスより得られたパウチは、水溶性である。パウチは、典型的に密閉構造
であり、本明細書に記載の繊維壁材料より作製され、典型的に活性剤及び／又は洗剤組成
物が含まれていてもよい内容積を、取り囲んでいる。繊維壁材は、例えばパウチが水に接
触する前に活性剤をパウチから放出させないなど、活性剤を保持するのに好適である。パ
ウチ（作製）の正確な実行は、例えば、パウチ内の活性剤の種類及び量、パウチ内の区画
の数、活性剤を保持、保護、及び分配又は放出するためにパウチに必要とされる特性に依
存する。
【０２２２】
　多区画パウチにおいて、異なる区画内に含有される活性剤及び／又は組成物は、同一で
あっても又は異なってもよい。例えば、不相溶性の（２つ以上の）成分が、異なる区画内
に含有されていてもよい。
【０２２３】
　本発明のパウチは、必要とされる操作、例えば１回の洗浄に好適な本明細書の活性剤の
１回用量、又は、例えば洗濯する量及び／若しくは汚れの程度に応じた使用量の変更を、
消費者がより柔軟にできるような用量の一部分のみ、のいずれかを収容するのに便利な大
きさであってよい。パウチの形状及びサイズは、典型的に成形型の形状及びサイズによっ
て、少なくともある程度、決定される。
【０２２４】
　本発明の多区画パウチは、更に外側パッケージ内に包装されていてもよい。そのような
外側パッケージは、例えば透明又は半透明（translucent）の袋、タブ、カートン又はボ
トルなど、透過、あるいは部分的に透過して見ることができる容器である。このパックは
、輸送の間にパウチを保護するのに十分な強度を有する材料であるならば、プラスチック
又は任意の他の好適な材料から作製できる。この種類のパックは更に、ユーザーがパック
を開けて、パッケージ内に残ったパウチの数を確認する必要がないことから、非常に有用
である。あるいは、パッケージは透視できない外側パッケージ、パッケージの視覚的に内
容物の特色を表すしるし又は図柄などを備える外側パッケージを有することもできる。
【０２２５】
　パウチ作製法の非限定的な例
　本発明のパウチの例は、以下のように作製可能である。２つの繊維壁材レイヤーを、作
製しようとしているパウチサイズの少なくとも２倍のサイズに切断する。例えば、仕上が
りのパウチサイズが約５センチメートル×約５センチメートル（２インチ×２インチ）の
平面形状を有している場合、パウチ壁材は１３センチメートル×約１３センチメートル（
５インチ×５インチ）に切断される。次に、両方のレイヤーを、インパルスシーラー（Ｉ
ｍｐｕｌｓｅ　Ｓｅａｌｅｒ　ｍｏｄｅｌ　ＴＩＳＨ－３００　ｆｒｏｍ　ＴＥＷ　Ｅｌ
ｅｃｔｒｉｃ　Ｈｅａｔｉｎｇ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　ＣＯ．，ＬＴＤ，７Ｆ，Ｎｏ．１
４０，Ｓｅｃ．２，Ｎａｎ　Ｋａｎｇ　Ｒｏａｄ，Ｔａｉｐｅｉ，Ｔａｉｗａｎ）の発熱
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体上に一枚一枚重ねていく。発熱体上のレイヤーの位置は、側面の密閉部の継ぎ目ができ
る場所になるようにする。シーラーアームを１秒間閉じ、２つのシーラーを合わせて密封
する。類似の方法で、更に２つの側面を密封し、側面の密閉された継ぎ目を２つ追加作製
する。３つの側面を密封して、２つのパウチ壁材がポケットを形成する。次に、適切な量
の粉末をポケットに加え、その後、最後の側面を密封して、最後の側面が密閉された継ぎ
目を作製する。こうして、パウチは作製される。厚さ０．２ｍｍ未満の繊維壁材のほとん
どに、加熱ダイヤル設定４と加熱時間１秒を適用する。繊維壁材によっては、加熱温度及
び加熱時間を、望ましい継ぎ目を実現するために調整しなければならないかもしれない。
温度が低過ぎる場合又は加熱時間が十分でない場合、繊維壁材は十分溶解していないかも
しれず、２つのレイヤーは簡単にバラバラになってしまうかもしれない。温度が高過ぎる
場合又は加熱時間が長すぎる場合、密封された端にピンホールが形成するかもしれない。
レイヤーが溶解して継ぎ目を形成するように、それでも継ぎ目の端上に欠陥（ピンホール
など）は取入れないように、密封用装置の条件を調整するべきである。継ぎ目のあるパウ
チが形成されたら、ハサミを使用して、余分な材料を切り落とし、継ぎ目のあるパウチの
外側に１～２ｍｍの端を残す。
【０２２６】
　使用方法
　１つ又は２つ以上の活性剤（例えば、本発明に従う１つ以上の布地ケア活性剤）を含む
本発明のパウチは、布地物品を処理する方法に利用することもできる。布地物品を処理す
る方法は、（ａ）布地物品を洗浄する前に、布地物品を前処理する工程と、（ｂ）パウチ
を水と接触さえることによって形成された洗浄液と、布地物品を接触させる工程と、（ｃ
）布地物品を、乾燥機内でパウチと接触させる工程と、（ｄ）パウチの存在下で布地物品
を乾燥機内で乾燥させる工程と、（ｅ）これらの組み合わせ、からなる群から選択される
１つ以上の工程を含んでもよい。
【０２２７】
　いくつかの実施形態では、本方法は、前処理されるべき布地物品に接触させる前に、パ
ウチを事前に濡らす工程を更に含んでもよい。例えば、パウチを、水で事前に濡らされて
、次いで前処理されるべき、染みを含む布地物品の一部分に付着させてもよい。あるいは
、布地物品を濡らしてもよく、パウチをその上に配置しても、又はそれに付着させてもよ
い。いくつかの実施形態では、本方法は、布地物品を処理する際に使用するためのパウチ
の一部分のみを選択する工程を更に含み得る。例えば、１つの布地ケア物品のみが処理さ
れている場合、パウチの一部分は、切断されて、及び／又は引き裂かれて、布地物品上に
配置されるか、又は布地物品に付着されるか、又は水中におかれて、比較的少量の洗浄液
を形成し、この洗浄液は次いで布地物品を前処理するために使用される。この方法では、
ユーザーは行う作業によって布地処理方法をカスタマイズしてもよい。いくつかの実施形
態では、パウチの少なくとも一部分は、処理すべき布地物品に装置を使用して適用され得
る。代表的な装置には、ブラシ、スポンジ及びテープが挙げられるが、これらに限定され
ない。更に他の実施形態では、パウチは、布地物品の表面に直接適用してもよい。いずれ
か１つ以上の前述の工程は、布地物品に対して所望の布地処置効果を達成するために繰り
返されてもよい。
【０２２８】
　試験方法
　特に規定がない限り、定義の節で記載されたものを含む本明細書に記載の全ての試験及
び次の試験方法は、約２３℃±１．０℃の温度、及び５０±２％の相対湿度に調節された
部屋で、試験に先立つ最低２時間にわたって、調整された試料に対して行われる。試験さ
れた試料は、「使用可能ユニット」である。本明細書で使用される時、「使用可能ユニッ
ト」は、シート、ロール材からのフラット、予め変換されたフラット、シート、及び／又
は単プライ製品若しくは多プライ製品を意味する。全ての試験は同一環境条件下及びこの
ように調整した室内で実施する。皺、破れ、穴などのような欠陥を有する試料は、試験し
ない。本明細書に記載の通りに調整された試料は、試験目的に関し、乾燥試料（例えば「
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乾燥フィラメント」）であると見なされる。全ての計器は、製造業者の仕様書に従って較
正する。
【０２２９】
　坪量試験方法
　繊維壁材の坪量は、±０．００１ｇの分解能を持つトップロード式化学てんびんを用い
て、重ねた１２の使用可能ユニットで、測定した。てんびんは、ドラフトシールドを用い
て、気流及び他の外乱から保護される。８．８９ｃｍ±０．００８９ｃｍ（３．５００ｉ
ｎ±０．００３ｉｎ）×８．９ｃｍ±０．００８９ｃｍ（３．５００ｉｎ±０．００３５
ｉｎ）の精密打ち抜きダイを使用して全ての試料を準備する。
【０２３０】
　精密切断ダイをもって、試料を正方形に切断する。切断した正方形をまとめて、試料１
２個の厚さに積み重ねる。積み重ねた試料の質量を測定し、結果を、０．００１ｇ単位で
記録する。
【０２３１】
　坪量は、次のように、ポンド／３０００平方フィート又はｇ／ｍ2で計算される。
　坪量＝（積み重ねた試料の質量）／［（積み重ねた試料の１正方形の面積）×（積み重
ねた試料中の正方形の数）］
　例えば、
　坪量（ポンド／３０００平方フィート）＝［［積み重ねた試料の質量（ｇ）／４５３．
６（ｇ／ポンド）］／［１２．２５（平方インチ）／１４４（平方インチ／平方フィート
）×１２］］×３０００
　又は、
　坪量（ｇ／ｍ2）＝積み重ねた試料の質量（ｇ）／［７９．０３２（ｃｍ2）／１０，０
００（ｃｍ2／ｍ2）×１２］
　結果は、０．１ポンド／３０００平方フィート又は０．１ｇ／ｍ2単位で報告する。上
記の通り同様の精密打ち抜き機を使用して、積み重ねた試料の試料面積が少なくとも６４
５平方センチメートル（１００平方インチ）となるよう試料寸法を変更又は変化させるこ
とができる。
【０２３２】
　含水量試験方法
　繊維要素及び／若しくは粒子、並びに／又は繊維壁材及び／若しくはパウチ内に存在す
る含水量（含湿量）は、以下の含水量試験方法を使用して測定される。事前に切断された
シート及び／又はパウチ（「試料」）の形態である繊維要素及び／若しくは粒子、並びに
／又は繊維壁材、又はそれらの一部を、試験前の２４時間、約２３℃±１．０℃の温度、
及び５０％±２％の相対湿度に調節された部屋に置く。各繊維壁材試料及び／又はパウチ
は、少なくとも２６平方センチメートル（４平方インチ）の面積を有するが、てんびんの
計量皿上に適切にフィットするのに十分小さいサイズとする。上述の温度及び湿度の条件
下で、少なくとも小数第４位まで測定できるてんびんを用いて、試料の重量を、１０分の
間に前の（測定した）重量からの変化が０．５％未満になるまで、５分ごとに記録する。
最終的な質量は、「平衡重量」として記録される。１０分以内に、試料を、乾燥のために
、強制空気乾燥器中のホイル上に、温度７０℃±２℃、相対湿度４％±２％で、２４時間
置く。２４時間の乾燥後、試料を取り除いて、１５秒以内にその重量を測定する。この重
量は、サンプルの「乾燥重量」と呼ばれる。
【０２３３】
　試料の含水量（含湿量）は次のように計算される：
【０２３４】
【数４】
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【０２３５】
　試料の含水量（含湿量）％を３個の複製試料について平均化し、試料の含水量（含湿量
）％として記録する。結果は、小数点第１位（０．１％）まで報告する。
【０２３６】
　破壊試験方法
　装置及び材料：
　図１１～図１３に関して：
　２０００ｍＬのガラスビーカー５０（高さ約１９センチメートル、直径１４センチメー
トル（高さ７．５インチ、直径５．５インチ））
　電磁撹拌器用皿５２（Ｌａｂｌｉｎｅ，Ｍｅｌｒｏｓｅ　Ｐａｒｋ，ＩＬ，Ｍｏｄｅｌ
　Ｎｏ．１２５０又は同等物）
　電磁撹拌器用撹拌棒５４（長さ５センチメートル、直径０．９５センチメートル（長さ
２インチ、直径３／８インチ）、テフロン被覆）
　温度計（１～１００℃＋／－１℃）
　３．１８ｃｍ（１．２５インチ）ペーパーバインダークリップ
　アリゲータークランプ（長さ約１インチ）５６
　深さ調節ロッド５８及びベース６２の付いたホルダー６０
　タイマー（０．１秒単位まで正確に測れること）
　脱イオン水（２３℃±１℃で平衡）
【０２３７】
　試料の調製：
　試験に先立って、パウチ試料を２３±１℃及び５０％±２％の相対湿度で少なくとも２
４時間平衡状態にする。破壊試験も、この温度及び相対湿度の条件で実施される。
【０２３８】
　装置設定：
　図１１～図１３に示されるように、２０００ｍＬガラスビーカー５０を、１６００±５
ｍＬの脱イオン水で満たし、電磁撹拌器用皿５２の上に置く。電磁撹拌器用撹拌棒５４を
、ビーカー５０の底部に置く。撹拌速度を調整して、安定した渦流を起こして、ビーカー
５０の中央で渦の底部が１２００ｍＬのマークにくるようにする。
【０２３９】
　試験される特定のパウチにとって、深さ調節ロッドが適切に設置されていることを確か
めるためにトライアル試験が必要な場合がある。パウチ６４は、その端がペーパーバイン
ダークリップの留め金中に固定されていて、留め金は２つのワイヤハンドルのうちの１つ
のアリゲータークランプ５６上に掛けられている。アリゲータークランプ５６は、深さ調
節ロッド５８の末端に強く固定される。深さ調節ロッド５８は、ペーパーバインダークリ
ップが水中へ下げられる時に、パウチ６４の全体がビーカー５０の中央で水中に完全に沈
み、パウチ６４の頂部は渦の底部にあり、パウチ６４の底部が撹拌棒５４に直接接触しな
いような、方法で設置される。異なるパウチ試料は異なる寸法であるため、深さ調節ロッ
ド５８は、各種のパウチ試料用に調節する必要があるかもしれない。
【０２４０】
　試験プロトコル：
　ペーパーバインダークリップに取り付けられているパウチ６４を、一度の動作で水中へ
下げ、すぐにタイマーを開始する。パウチ６４を、注意深く目視で監視する。破壊時間は
、パウチが最初に壊れて（バラバラになって）、その内容物（粉末など）を水中へ放出す
る時と定義され、これはパウチが破壊されることを意味している。
【０２４１】
　明確にするために、パウチ壁材上の被覆が溶解することは、たとえパウチの内容物がパ
ウチから放出されたとしても、「壊れる（バラバラになる）」という条件を満たしていな
い。そのような場合、注意深く目視で監視を継続し、パウチ壁材が壊れる（バラバラにな
る）かどうかを決定する。パウチ壁材が非水溶性である場合、パウチは元来、破壊時間を
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有さず、そのため破壊もしない。
【０２４２】
　パウチが水との接触により即座に壊れる（バラバラになる）場合、パウチは、瞬間的平
均破壊時間を有すると言われる。
【０２４３】
　各試料の３個の複製試料を測定し、平均破壊時間を、＋／－０．１秒以内の精度で報告
する。
【０２４４】
　引張試験方法
　装置及び材料：
　ボックスカッター又はカッターナイフ
　はさみ
　２．５センチメートル（１インチ）の正確なダイカッター（ｍｏｄｅｌ　Ｎｏ．ＪＤＣ
２５、Ｔｈｗｉｎｇ－Ａｌｂｅｒｔ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　Ｃｏｍｐａｎｙ製，１４　
Ｗ　Ｃｏｌｌｉｎｇｓ　Ａｖｅ，Ｗｅｓｔ　Ｂｅｒｌｉｎ，ＮＪ　０８０９１）又は同等
物。
【０２４５】
　試料の調製：
　ボックスカッターを使用して、パウチの角を、パウチの端に沿って切り開く。パウチの
内容物がほとんど空になった後、はさみを用いて、パウチ壁材の試料を、パウチの端に沿
って切り開く。その後、パウチ壁材を軽く払ってきれいにし、残余物を全て取り除く。試
料調製工程中、パウチ壁材のあらゆる損傷（引き伸ばし、こすれ、圧迫、貫通など）を避
けるようにする。壁材をパウチから分離した結果として、パウチ壁材が損傷（すなわち、
裂け目、引き伸ばし、切断、貫通など）した場合、試料を廃棄し、他の損傷を受けていな
い試料を準備する。
【０２４６】
　パウチ壁材の引張特性は、その製造方向（すなわち、機械方向（ＭＤ）及び機械横方向
（ＣＤ））に対して、どの方向に変形が加えられたかに依存する。機械方向（ＭＤ）、機
械横方向（ＣＤ）が明確でない場合、パウチの一端と平行なより長い方の軸方向がＭＤで
あると考えられ、直行する方向がＣＤであると考えられる。あるいは、空のパウチがほぼ
正方形である場合、パウチの一端と平行な軸方向がＭＤであると考え、直行する方向がＣ
Ｄであると考えるものと再びみなす。
【０２４７】
　パウチ壁試料を、正確なダイカッターを使用して、２５．４ｍｍ（１インチ）×１２．
７ｍｍ（０．５インチ）のサイズに切断する。試験に先立って、試料を２０±１℃及び４
０％±２％の相対湿度で少なくとも２４時間平衡状態にする。ＡＳＴＭ　Ｄ８８２－０２
に従って、温度２３℃±１℃、相対湿度５０％±２％において、以下の例外及び／又は以
下の条件に沿って、引張試験を実施する。
【０２４８】
　試験プロトコル：
　典型的なパウチのサイズによって、初期ゲージ長は６．３５ｍｍ（０．２５インチ）と
なるように選択され、ゲージ幅は２５．４ｍｍ（１インチ）となる。引張強度及び破断点
伸びは、コンピューター・インターフェ－スの付いた定速伸張引張試験機（Ｂｌｕｅｈｉ
ｌｌ（登録商標）Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｔｅｓｔｉｎｇ　ｓｏｆｔｗａｒｅ　ｖｅｒｓｉ
ｏｎ　２．１８の付いたＩｎｓｔｒｏｎ　Ｔｅｎｓｉｏｎ　ｔｅｓｔｅｒ　Ｍｏｄｅｌ　
５５６９（Ｉｎｓｔｒｏｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ社製，８２５　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔ
ｙ　Ａｖｅ，Ｎｏｒｗｏｏｄ，ＭＡ　０２０６２）など）を用いて測定する。試験速度は
、５００ｍｍ／分に設定する。上部の可動式空気圧つかみ具及び下部の固定空気圧つかみ
具の双方に、高さ２５．４ｍｍ及び試験標本の幅よりも広い平滑ステンレス鋼張りの把持
部を装着する。約０．４ＭＰａ（６０ｐｓｉ）の空気圧をつかみ具に供給する。好適なロ
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ードセルを選択して、計算された引張強度が＋／－０．０１ｋＮ／ｍの精度であるように
する。
【０２４９】
　引張強度は、最大ピーク力（ｋＮ）をサンプル幅（ｍ）で割ったものと定義され、ｋＮ
／ｍの単位、＋／－０．０１ｋＮ／ｍの精度で報告する。
【０２５０】
　破断点伸びは、力が、最大ピーク力の１０％まで落ち込んだ時の伸びを初期ゲージ長で
割って１００を掛けたものと定義され、％単位で、＋／－０．１％の精度で報告する。
【０２５１】
　ＭＤ方向及びＣＤ方向に沿った各試料の３つの複製試料について試験する。
【０２５２】
　計算：
　幾何平均引張強度＝［ＭＤ引張り強度（ｋＮ／ｍ）×ＣＤ引張り強度（ｋＮ／ｍ）］の
平方根
　幾何平均破断点伸び＝［ＭＤ破断点伸び（％）×ＣＤ破断点伸び（％）］の平方根
　振盪試験方法
【０２５３】
　装置及び材料：
　８５０μｍの篩（直径２０ｃｍ（８インチ））
　篩の底部にフィットするソリッド型平鍋（直径２０ｃｍ（８インチ））
　Ｌａｂ－Ｌｉｎｅ　Ｏｒｂｉｔ　Ｅｎｖｉｒｏｎ　Ｓｈａｋｅｒ　Ｍｏｄｅｌ　Ｎｏ．
３５２８（Ｌａｂ－Ｌｉｎｅ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ社製，Ｍｅｌｒｏｓｅ　Ｐａｒｋ，
ＩＬ　６０１６０）又は同等物
　はかり（０．０００１ｇ単位まで正確に測れること）
【０２５４】
　試料の調製：
　試験に先立って、パウチ試料を２０±１℃及び４０％±２％の相対湿度で少なくとも２
４時間平衡状態にする。振盪試験は、これと同じ温度及び同じ相対湿度の条件で実施され
る。
【０２５５】
　試験プロトコル：
　振盪試験の実施前に、パウチの質量を、＋／－０．１ｍｇ以内の精度で測定する。パウ
チ試料を、ソリッド型平鍋上の篩の中央に置く。ふるい、平鍋とも、振盪皿の上に置く。
振盪速度を１５０～１７０ｒｐｍ、１０分間に設定する。パウチの質量を、振盪試験後に
＋／－０．１ｍｇの範囲内の精度で再び測定する。
【０２５６】
　各試料の３つの複製試料を試験する。パーセント重量喪失を、振盪の前後のパウチ質量
に基づいて計算し、＋／－０．１ｍｇの範囲内の精度で報告する。
【０２５７】
　中央粒径試験方法
　平均粒径を決定するために、本試験法を使用しなければならない。
【０２５８】
　中央粒径試験は、シード物質の中央粒径を測定するために行われ、１９８９年５月２６
日に認可されたＡＳＴＭ　Ｄ　５０２－８９、「Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｔｅｓｔ　Ｍｅｔｈ
ｏｄ　ｆｏｒ　Ｐａｒｔｉｃｌｅ　Ｓｉｚｅ　ｏｆ　Ｓｏａｐｓ　ａｎｄ　Ｏｔｈｅｒ　
Ｄｅｔｅｒｇｅｎｔｓ」と、更に分析に用いる篩のサイズに関する定義を用いて行われる
。７項の「Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ　ｕｓｉｎｇ　ｍａｃｈｉｎｅ－ｓｉｅｖｉｎｇ　ｍｅｔ
ｈｏｄ」に従って、米国標準（ＡＳＴＭ　Ｅ　１１）篩♯８（２３６０ｕｍ）、♯１２（
１７００ｕｍ）、♯１６（１１８０ｕｍ）、♯２０（８５０ｕｍ）、♯３０（６００ｕｍ
）、♯４０（４２５ｕｍ）、♯５０（３００ｕｍ）、♯７０（２１２ｕｍ）、♯１００（
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１５０ｕｍ）を含む、積み重ねた清浄な乾燥篩が必要である。規定された機械篩い法は、
上記の積み重ねた篩を用いて使用される。シード物質をサンプルとして用いる。好適なふ
るい振盪機は、Ｗ．Ｓ．Ｔｙｌｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ　ｏｆ　Ｍｅｎｔｏｒ，Ｏｈｉｏ，
Ｕ．Ｓ．Ａ．より得られる。
【０２５９】
　各シーブのマイクロメートル開口サイズを対数横座標にプロットし、累積質量パーセン
ト（Ｑ3）を線形縦座標にプロットした片対数プロット上にデータを示す。上記データ表
示の例は、ＩＳＯ　９２７６－１：１９９８、「粒径分析の結果表示－１部：グラフ表示
」、図Ａ．４に示されている。この発明の目的のために、シード物質中央粒径（Ｄ50）は
、累積質量パーセントが５０パーセントと等しい点での横座標値として定義され、下記式
を使用して５０％値の真上（ａ５０）及び真下（ｂ５０）のデータ点間の直線補間により
計算される。
　Ｄ50＝１０＾［Ｌｏｇ（Ｄa50）－（Ｌｏｇ（Ｄa50）－Ｌｏｇ（Ｄb50））*（Ｑa50－
５０％）／（Ｑa50－Ｑb50）］
　（式中、Ｑa50及びＱb50は、それぞれ５０パーセンタイル値の真上及び真下のデータの
累積質量パーセンタイル値であり、Ｄa50及びＤb50は、これらのデータに相当するマイク
ロメートルシーブサイズ値である。）
【０２６０】
　５０パーセンタイル値が最も細かい篩サイズ（１５０ｕｍ）よりも小さいか又は最も粗
い篩サイズ（２３６０ｕｍ）よりも大きい場合、次いで、中央値が２つの測定された篩サ
イズ間に入るまで、１．５以下の等比級数にしたがって積み重ねた篩に追加の篩を加えら
れなければならない。
【０２６１】
　シード物質の分布Ｓｐａｎとは、中央値（中央粒径）に関するシードサイズ分布の幅の
大きさである。これは、以下に従って計算される。
　Ｓｐａｎ＝（Ｄ84／Ｄ50＋Ｄ50／Ｄ16）／２
　Ｄ50は中央粒径、Ｄ84及びＤ16は、それぞれ、累積質量パーセントのプロット上の、１
６パーセンタイル値、８４パーセンタイル値の粒径である。
【０２６２】
　万一Ｄ16値が、最も細かい篩サイズ（１５０ｕｍ）未満になった場合、Ｓｐａｎは、以
下に従って計算される：
　Ｓｐａｎ＝（Ｄ84／Ｄ50）
【０２６３】
　万一Ｄ84値が、最も粗い篩サイズ（２３６０ｕｍ）超となった場合、Ｓｐａｎは、以下
に従って計算される。：
　Ｓｐａｎ＝（Ｄ50／Ｄ16）
【０２６４】
　万一Ｄ16値が、最も細かい篩サイズ（１５０ｕｍ）未満になり、Ｄ84値が、最も粗い篩
サイズ（２３６０ｕｍ）超となった場合、分布Ｓｐａｎは、最大値の５．７であるとする
。
【０２６５】
　直径試験方法
　個々の繊維要素又は繊維壁材内の繊維要素の直径を、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）又は
光学顕微鏡、及び画像解析ソフトウェアを使用して決定する。２００～１０，０００倍の
倍率を選択し、繊維要素を測定のために適切に拡大する。ＳＥＭを使用するときに、電子
ビームにおける繊維要素の帯電及び振動を避けるために、試料には金又はパラジウム化合
物をスパッタする。ＳＥＭ又は光学顕微鏡を用いて撮られた画像（モニタースクリーン上
）から、繊維要素の寸法を決定するには、マニュアルの手順を使用する。マウス及びカー
ソルツールを用いて、無作為に選択された繊維要素の縁部を探し、その後、その幅（すな
わち、その点において繊維要素方向に対して垂直に）にわたって繊維要素の他方の縁部ま
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で測定する。目盛りのある、較正された画像解析ツールには、μｍでの実際の読取値を得
るための目盛りが備わっている。繊維壁材中の繊維要素について、繊維要素をいくつか、
ＳＥＭ又は光学顕微鏡を用いて、繊維壁材の試料全体からランダムに選択する。繊維壁材
の少なくとも２つの部分が切り取り、この方法で試験する。統計学的分析のために、その
ような測定を少なくとも合計１００回行い、次いで全てのデータを記録する。記録したデ
ータを使って、繊維要素の直径の平均値（平均）、繊維要素の直径の標準偏差、及び繊維
要素の直径の中央値を算出する。
【０２６６】
　別の有用な統計値として、特定の上限以下である繊維要素の集合の量を算出する。この
統計値を決定するために、繊維要素の直径のうちのどれくらい多くの結果が、上限以下で
あるかカウントするようにソフトウェアをプログラムし、このカウント（データの合計数
によって除され、１００％を掛ける）を、上限以下であるパーセント（例えば直径が１マ
クロメートル以下であるパーセント、又はサブミクロンである％）として、パーセントで
記録する。本発明者らは、個々の円形繊維要素に関し測定された直径（μｍで）をｄｉと
して表す。
【０２６７】
　繊維要素が非円形断面を有する場合では、繊維要素の直径の測定は、水力直径として、
及びこれと等しいものとして決定される。水力直径とは繊維要素の断面積を４倍して繊維
要素の断面の周囲の長さ（中空の繊維要素の場合は外側の周囲の長さ）で除したものであ
る。数－平均直径、あるいは平均直径は以下のとおり算出される：
【０２６８】

【数５】

【０２６９】
　厚さ試験方法
　繊維壁材の厚さは、繊維壁材試料から５つの試料に切り出した各試料を、ＶＩＲ　Ｅｌ
ｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ　Ｔｅｓｔｅｒ　Ｍｏｄｅｌ　ＩＩ（Ｔｈｗｉｎ
ｇ－　Ａｌｂｅｒｔ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉ
ａ，ＰＡ）から入手可能）のロードフット搭載面よりも大きな寸法に切り出して測定する
。典型的に、ロードフット搭載面は約２０．３ｃｍ2（３．１４ｉｎ2）の円形の表面積を
有する。試料を水平な平面とロードフット搭載面との間に設置する。ロードフット搭載面
は、１５．５ｇ／ｃｍ2の封圧を試料に印加する。各試料の厚さとは、平面とロードフッ
ト搭載面との間に結果として生じる隔たりである。厚さは５つの試料の平均の厚さとして
算出される。結果をミリメートル（ｍｍ）で記録する。
【０２７０】
　剪断粘度試験方法
　本発明のフィラメント形成組成物の剪断粘度は、毛管レオメーターである、Ｇｏｅｔｔ
ｆｅｒｔ　ＵＳＡ（Ｒｏｃｋ　Ｈｉｌｌ　ＳＣ，ＵＳＡ）で製造されたＧｏｅｔｔｆｅｒ
ｔ　Ｒｈｅｏｇｒａｐｈ　６０００を使用して測定する。測定は、１．０ｍｍの直径Ｄ及
び３０ｍｍの長さＬ（すなわちＬ／Ｄ＝３０）を有する毛管ダイを用いて行う。７５℃の
ダイ試験温度に保持されたレオメーターの２０ｍｍバレルの下端にダイを取り付ける。ダ
イ試験温度に予め加熱されたフィラメント形成組成物の試料６０ｇをレオメーターのバレ
ル部分内に充填する。試料から全ての混入空気を取り除く。一連の選択された速度、１，
０００～１０，０００秒-1で、試料をバレルから毛管ダイを通して押す。見かけの剪断粘
度は、試料がバレルから毛管ダイを通って進む時に試料に生じる圧力低下及び毛管ダイを
通る試料の流量から、レオメーターのソフトウェアを用いて計算することができる。ｌｏ
ｇ（見かけの剪断粘度）を、ｌｏｇ（剪断速度）に対してプロットし、このプロットをη
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＝Ｋγn-1によって指数法則でフィットする。式中、Ｋは材料の粘性定数であり、ｎは材
料の薄化係数であり、γは剪断速度である。本明細書のフィラメント形成組成物の見かけ
の剪断粘度の報告値は、剪断速度３，０００秒-1に対する補間により指数法則関係を用い
て計算されたものである。
【０２７１】
　重量平均分子量
　材料（例えばポリマー）の重量平均分子量（Ｍｗ）は、混合ベッドカラムを使用して、
ゲル透過クロマトグラフィー（ＧＰＣ）によって決定される。以下の構成要素を有する高
性能液体クロマトグラフ（ＨＰＬＣ）：Ｍｉｌｌｅｎｉｕｍ（登録商標）、Ｍｏｄｅｌ　
６００Ｅポンプ、システムコントローラ及びコントローラーのソフトウェアバージョン３
．２、Ｍｏｄｅｌ　７１７　Ｐｌｕｓオートサンプラー及びＣＨＭ－００９２４６カラム
ヒーター（全てＷａｔｅｒｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｍｉｌｆｏｒｄ，ＭＡ，ＵＳＡ
））を使用する。カラムは、６００ｍｍの長さ及び７．５ｍｍの内径を有する、ＰＬゲル
２０μｍ混合Ａカラム（ゲル分子量は１，０００ｇ／モル～４０，０００，０００ｇ／モ
ルの範囲）であり、ガードカラムはＰＬゲル２０μｍ、長さ５０ｍｍ、ＩＤは７．５ｍｍ
である。カラムの温度は５５℃であり、注入量は２００μＬである。検出器は、Ｗｙａｔ
ｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（Ｓａｎｔａ　Ｂａｒｂａｒａ，ＣＡ，ＵＳＡ）製のＡｓｔｒ
ａ（登録商標）ソフトウェア、バージョン４．７３．０４検出器ソフトウェア、Ｋ５セル
及び６９０ｎｍレーザーを有するレーザー光散乱検出器を備える、ＤＡＷＮ（登録商標）
Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＥＯＳ）である。奇数が振られた検
出器上のゲインは１０１で設定する。偶数が振られた検出器上のゲインは２０．９に設定
する。Ｗｙａｔｔ　ＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙのＯｐｔｉｌａｂ（登録商標）示差屈折率計を
５０℃に設定する。ゲインは１０に設定する。移動相は、０．１％重量／体積のＬｉＢｒ
を備えるＨＰＬＣ等級のジメチルスルホキシドであり、移動相の流量は１ｍＬ／分、無勾
配である実行時間は３０分である。
【０２７２】
　材料を移動相に、移動相１ｍＬ当たり材料３ｍｇ基準として溶解させることによって、
試料を調製する。試料には蓋をし、次いで磁性攪拌器を使用して約５分間攪拌する。次い
で試料は８５℃の対流式オーブンに６０分間定置される。試料は次いで、そのまま室温ま
で冷却した。次いで５ｍＬのシリンジを使用して、５μｍのナイロン膜（タイプ：Ｓｐａ
ｒｔａｎ－２５（Ｓｃｈｌｅｉｃｈｅｒ　＆　Ｓｃｈｕｅｌｌ（Ｋｅｅｎｅ，ＮＨ，ＵＳ
Ａ）により製造））を通じて、試料を５ミリリットル（ｍＬ）のオートサンプラー内へ濾
過させる。
【０２７３】
　それぞれ一連の測定試料（３つ以上の材料の試料）に関して、ブランク試料の溶媒をカ
ラムに注入した。次いで、チェック試料を上記に記載された試料と関連して同様な方法で
調製する。チェック試料は、４７，３００ｇ／モルの重量平均分子量を有する２ｍｇ／ｍ
Ｌのプルラン（Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ）を含む。試料の各セットを
分析する前にチェック試料を分析する。ブランク試料、チェック試料、及び材料試験試料
上の試験は２個の複製試料を用いて行う。最後の測定は、ブランク試料を用いる。光散乱
検出器及び示差屈折計は「Ｄａｗｎ　ＥＯＳ　Ｌｉｇｈｔ　Ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ　Ｉｎ
ｓｔｒｕｍｅｎｔ　Ｈａｒｄｗａｒｅ　Ｍａｎｕａｌ」及び「Ｏｐｔｉｌａｂ（登録商標
）ＤＳＰ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｏｍｅｔｒｉｃ　Ｒｅｆｒａｃｔｏｍｅｔｅｒ　Ｈａｒｄｗ
ａｒｅ　Ｍａｎｕａｌ」（両方ともＷｙａｔｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｃｏｒｐ．（Ｓ
ａｎｔａ　Ｂａｒｂａｒａ，ＣＡ，ＵＳＡ）によって作成され、両方とも参照により本明
細書に組み込まれる）に従って実施される。
【０２７４】
　試料の重量平均分子量は、検出器のソフトウェアを使用して算出される。０．０６６の
ｄｎ／ｄｃ（濃度による屈折率の微分変化）値が使用される。レーザー光検出器及び屈折
率検出器のベースラインを補正し、検出器の暗電流及び溶媒散乱の干渉を除去する。レー
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ザー光検出信号が飽和した場合、又は過剰なノイズを呈する場合、その値は分子量の計算
には使用しない。分子量の特性評価の領域は、レーザー光散乱及び屈折率のための９０°
の検出器の両方の信号が、それらの対応するベースラインのノイズレベルの３倍よりも大
きくなるように選択する。典型的に、クロマトグラムの高分子量側は、屈折率信号によっ
て制限され、低分子量側はレーザー光信号によって制限される。
【０２７５】
　重量平均分子量は、検出器のソフトウェアに記載されている「一次Ｚｉｍｍプロット」
を使用して算出することができる。試料の重量平均分子量は１，０００，０００ｇ／モル
より大きい場合、一次及び二次Ｚｉｍｍプロットの両方が計算され、回帰分析の最もエラ
ーの少ない結果を使用して分子量が計算される。報告された重量平均分子量は、材料試験
試料に関し２回測定した値の平均である。
【０２７６】
　繊維要素組成物試験方法
　繊維要素組成物測定用に繊維要素を調製するために、繊維要素の外面上に存在する任意
の除去可能であるコーティング組成物及び／又は材料を除去することによって、繊維要素
を調整する。それを実行する方法の例としては、繊維要素を変化させずに外部のコーティ
ングを除去する好適な溶剤で、繊維要素を３回洗浄することである。その後、繊維要素の
水分が１０％未満となるまで、繊維要素を、温度２３℃±１．０℃で、空気乾燥させる。
調整した繊維要素の化学分析を次いで完了させ、フィラメント形成材料、及び繊維要素内
に存在する活性剤に関して、繊維要素の組成の構成を決定する。
【０２７７】
　繊維要素形成材料及び活性剤に関する組成の構成はまた、ＴＯＦ－ＳＩＭＳ又はＳＥＭ
を使用して、断面解析を完了することによって決定されてもよい。繊維要素の組成の構成
を決定するための更に他の方法は、マーカーとして蛍光染料を使用するものである。更に
、常として、繊維要素の製造者は自分達の繊維要素の組成を知っていなくてはならない。
【０２７８】
　本明細書で開示する寸法及び値は、列挙された正確な数値に厳密に限られるとして理解
されるべきではない。むしろ、特に指定のない限り、それぞれのかかる寸法は、記載され
た値と、その値の周辺の機能的に同等の範囲との両方を意味することを意図する。例えば
、「４０ｍｍ」と開示された寸法は、「約４０ｍｍ」を意味することを意図する。
【０２７９】
　本明細書で引用されているあらゆる文献は、あらゆる相互参照特許又は関連特許を含め
、明示的に除外されたり、別段に限定されたりしている場合を除き、その全体が参照によ
り本明細書に組み込まれる。いずれの文献の引用も、こうした文献が本願で開示又は特許
請求される任意の発明に対する先行技術であることを容認するものではなく、また、こう
した文献が、単独で、あるいは他の任意の参照文献との任意の組み合わせにおいて、こう
した発明のいずれかを教示、示唆又は開示していることを容認するものでもない。さらに
、この文献における用語のいずれかの意味又は定義が、参照により取り入れられた文献に
おける同じ用語のいずれかの意味又は定義と相容れない場合は、この文献においてその用
語に割り当てられた意味又は定義に従うものとする。
【０２８０】
　本発明の特定の実施形態が例示され記載されてきたが、本発明の趣旨及び範囲から逸脱
することなく他の様々な変更及び修正をなすことができることが当業者には自明であろう
。したがって、本発明の範囲内に含まれるそのような全ての変更及び修正は、添付の特許
請求の範囲にて網羅することを意図したものである。
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